
九
四
九
年
北
卒
和
卒
交
渉
に
お
け
る
一
章
士
剣

鐙

屋

は

じ

め

に

一
上
海
人
民
和
卒
代
表
圏
の
成
立

二
重
土
剣
の
代
表
園
参
加
の
理
由

三
上
海
代
表
と
中
共
の
和
卒
交
渉

四
南
京
政
府
代
表
の
人
選

五
園
共
和
卒
交
渉
の
経
過

六
章
士
剣
の
「
統
一
戦
線
工
作
」

む
す
び
に
か
え
て
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は

じ

め

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
四
年
聞
に
、
戦
後
中
園
の
政
権
樹
立
の
中
心
が
園
民
黛
か
ら
共
産
薫
へ
と
移
行
し
た
。
人
民
共
和
園

建
園
に
先
立
っ
て
、
政
治
の
舞
蓋
で
は
多
く
の
非
共
産
議
員
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
濯
揮
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
一
九
四
九
年
四
月
、
南
京
政
府
代

(
1〉

表
と
し
て
北
卒
〈
北
京
〉
に
赴
き
、
共
産
黛
と
の
和
卒
交
渉
を
行
っ
た
章
土
剣
の
場
合
は
、
北
卒
残
留
を
選
揮
し
た
。
し
か
し
こ
の
選
捧
は
、

章
土
剣
が
墜
に
園
民
黛
か
ら
共
産
黛
に
寝
返
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
園
共
南
黛
の
政
権
構
想
の
轄
換
と
章
士
剣
自
身
の
政
治
理
念

と
の
関
係
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
解
の
鍵
は
、
中
園
現
代
政
治
史
に
伏
在
す
る
西
欧
起
源
の
政
治
思
想
の
存
在
で
あ
る
。

575 
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非
園
民
熊
員
の
章
士
剣
が
政
府
代
表
に
指
名
さ
れ
る
理
由
は
何
か
。
重
土
創
が
南
京
政
府
の
和
卒
政
策
を
支
持
し
た
理
由
は
何
か
。
章
士
剣

が
共
産
蕪
の
下
で

「統
戦
工
作
」
に
従
事
す
る
理
由
は
何
か
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
聞
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
章
土
剣
の
和
卒
交
渉
参
加
の
内
在
的
理

由
を
解
明
し
、
共
産
黛
、
園
民
謀
、
章
士
制
の
各
々
に
と
っ
て
和
卒
交
渉
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
中
園
に
お
け
る
園
家

建
設
論
上
の
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

上
海
人
民
和
卒
代
表
圏
の
成
立

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で
に
園
民
議
が
大
き
な
政
策
轄
換
を
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
抗
日
戦
後
の
中
園
で
は
園
家

建
設
の
方
法
を
め
ぐ
り
各
薫
涯
の
角
逐
が
始
ま
っ
た
。
一
九
四
五
年
一

O
月
の
園
共
南
葉
の
合
意
(
後
十
協
定
)
に
よ
り
、
戦
後
の
園
家
建
設

上
の
諸
問
題
の
解
決
は
き
た
る
政
治
協
商
曾
議
(
一
九
四
六
年
一
月
)
で
の
討
議
に
託
さ
れ
た
。
そ
し
て
政
治
協
商
曾
議
の
成
果
で
あ
る
「
政
協

決
議
」
に
は
憲
法
制
定
の
た
め
の
園
民
大
舎
開
催
が
盛
込
ま
れ
た
。
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だ
が
園
民
議
に
と
っ
て
園
民
大
舎
の
開
催
は
自
ら
の
正
統
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

園
民
大
舎
を
代
表
し
中
央
統
治
権
を
行
使
す
る
」

「
訓
政
時
期
は
、
中
園
園
民
蕪
全
園
代
表
大
舎
が

(
「
訓
政
時
期
約
法
」
第
三
O
僚)。

「全
園
の
遁
牢
数
の
省
が
憲
政
開
始
時
期
に
達
す
れ
ば
・
:

(
「
建
園
大
綱
」
第
二
三
保
)
。

「
憲
法
瑳
布
の
後
、

中
央
統
治
権
は
園
民
大
曾

-
:
、
園
民
大
舎
を
開
催
し
、
憲
法
を
定
め、

こ
れ
を
護
布
す
る
」

す
な
わ
ち
賂
来
の
園
民
大
舎
を
代
表
し
て
統
治
権
を
行
使
す
る
の
が
園
民
蕪
に
よ
る
訓
政
貫

施
の
正
統
性
の
根
操
で
あ
っ
た
。
闘
民
大
舎
の
召
集
、
憲
法
の
護
布
、
統
治
擢
の
返
還
と
い
う
憲
政
移
行
ま
で
の
一
連
の
過
程
は
園
民
議
が
主

に
蹄
し
、
こ
れ
を
行
使
す
る
」

(
向
第
二
四
篠
〉
。

睦
と
な
っ
て
寅
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
園
民
大
曾
路
線
三
と
こ
ろ
が
各
譲
渡
と
の
卒
等
な
政
権
樹
立
を
志
向
す
る
「
政
協
決
議
」
方

式
の
園
民
大
舎
開
催
(
政
治
協
商
禽
議
路
線
〉
で
は
、
蒋
介
石
の
指
導
権
は
保
障
さ
れ
る
も
の
の
、
批
剣
勢
力
と
の
共
存
と
い
う
事
態
を
招
く
こ

そ
れ
に
よ
っ
て
園
民
業
の
正
統
性
が
侵
食
さ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
嘗
時
の
園
民
議
に
と
っ
て
は
政
治
協
商
舎
議
路

と
と
な
り
、



(
2〉

線
を
園
民
大
舎
路
線
に
引
き
戻
し
、
黛
の
支
配
権
を
強
化
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
園
民
薫
は
「
政
協
決
議
」
を
放
棄
し
、

九
四
六
年
一
一
月
、
共
産
篤
と
民
主
黛
涯
の
多
く
を
排
除
し
た
園
民
黛
主
導
の
園
民
大
舎
を
開
催
し
た
。
し
か
し
内
戦
の
本
格
化
に
よ
っ
て
南

京
政
府
に
よ
る
憲
政
の
早
期
賀
現
は
困
難
と
な
司
た
。

内
戦
で
は
嘗
初
園
民
議
軍
が
優
勢
を
示
し
た
が
、

一
九
四
八
年
に
は
形
勢
が
逆
轄
し
て

一
九
四
七
年
六
月
か
ら
解
放
軍
の
反
攻
が
始
ま
り
、

一
九
四
九
年
一
月
ま
で
に
は
中
共
が
長
江
以
北
の
慶
大
な
地
域
を
占
領
し
、
解
放
軍
の
南
京
進
攻
は
時
聞
の
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ

こ
に
園
民
黛
内
部
か
ら
停
戦
と
和
卒
を
求
め
る
意
見
が
現
わ
れ
、
米
園
政
府
が
こ
れ
に
同
調
し
た
。
園
民
黛
は
再
び
政
策
の
輔
換
を
模
索
し
始

め
た
。
贋
西
涯
の
反
蒋
活
動
が
活
滋
化
し
、
ま
ず
白
崇
躍
が
蒋
介
石
に
停
戦
を
要
求
、
次
い
で
李
宗
仁
が
共
産
黛
と
の
和
平
交
渉
案
を
提
出
す

る
に
い
た
っ
た
。
停
戦
を
寅
現
し
て
和
卒
交
渉
を
行
い
、
長
江
を
境
界
に
中
園
の
南
牢
を
支
配
地
域
と
し
て
確
保
す
る
、
と
い
う
の
が
贋
西
波

ハ
3
)

の
方
針
で
あ
っ
た
。

、--。
、U

W
4
1
H蒋

介
石
は
、
薫
首
脳
部
を
召
集
し
意
見
聴
取
の
う
え
、

(

4

)

 

議
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
射
し
中
共
側
は
一
月
一
四
日
の
毛
津
東
の
聾
明
で
和
卒
交
渉
貫
施
の
八
項
の
傑
件
を
提
示
し
た
。
八
項
と

は
①
戦
犯
の
慮
罰
、
②
儒
憲
法
の
麿
止
、
③
備
法
統
の
麿
止
、
④
民
主
原
則
に
よ
る
一
切
の
反
動
的
軍
隊
の
改
編
、
⑤
官
僚
資
本
の
混
枚
、
⑥

土
地
制
度
の
改
革
、
⑦
買
園
的
倹
約
の
鹿
止
、
⑧
反
動
分
子
の
参
加
し
な
い
政
治
協
商
曾
議
の
開
催
、
連
合
政
府
の
成
立
、
南
京
園
民
黛
反
動

〈

5
〉

政
府
(
お
よ
び
各
地
方
政
府
)
の
全
権
力
の
接
牧
、
で
あ
る
。
や
が
て
園
民
黛
内
で
は
和
卒
論
が
主
戦
論
を
凌
ぎ
、
一
月
二
一
目
、
蒋
介
石
が

(

6

)

 

引
退
を
宣
言
し
南
京
を
離
れ
、
職
権
は
李
宗
仁
副
総
統
が
「
代
行
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
園
民
議
の
政
策
は
李
宗
仁
主
導
の
も
と
で

和
卒
交
渉
の
賞
現
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
・
た
。

一
九
四
九
年
の
元
旦
の
文
告
で
、
共
産
常
時
と
停
戦
し
卒
和
回
復
の
具
瞳
的
方
法
を
協
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中
共
軍
の
長
江
渡
河
を
目
前
に
控
え
る
緊
迫
し
た
吠
況
下
で
、
李
宗
仁
は
中
共
が
政
府
代
表
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
事
前
工

作
を
行
な
う
必
要
に
迫
ら
れ
て
お
り
、

正
式
な
政
府
代
表
圏
を
迭
り
出
す
前
に
、
段
階
を
お
っ
て
(
あ
る
い
は
使
え
る
駒
を
か
き
集
め
て
手
首

た
り
ム
次
第
に
)
中
共
側
と
の
連
絡
網
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
李
宗
仁
は
一
月
下
旬
、

ま
ず
黄
啓
漢
(
政
府
立
法
委
員
〉
と
劉
仲
華
〈
華

577 
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な(中
る7!llJJ v)匪

総
部
参
議

を
北
卒

涯
遣
し

葉
剣
英
と
接
燭
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
〈
劉
仲
華
は
の
ち
北
卒
に
残
留
し
て
章
士
剣
一
行
を
出
迎
え
る
こ
と
に

ま
ず
南
京
在
住
の
大
撃
数
授
を
構
成
員
と
し
た
「
南
京
人
民
和
卒
代
表

(
8〉

固
」
を
二
月
六
日
に
北
卒
へ
波
遣
し
た
。
代
表
固
は
五
日
開
滞
在
し
、

葉
剣
英
ら
共
産
裳
側
幹
部
と
二
度
合
見
し
た
が
、
南
京
側
は
こ
れ
を
大

次
に
李
宗
仁
は
民
間
人
代
表
園
を
北
卒
に
涯
遣
す
る

こ
と
に
し

き
な
成
果
と
は
受
け
と
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

南
京
代
表
涯
遣
と
同
時
に
、
李
宗
仁
は
上
海
代
表
の
人
濯
を
始
め
た
。
ま
ず
李
の
参
謀
格
で
あ
る
甘
介
侯
を
上
海
に
涯
遣
し
、
宋
慶
齢
、
陳

銘
極
、
張
澗
、
張
君
勘
、
黄
炎
培
、

章
士
剣
、
羅
隆
基
ら
を
訪
問
さ
せ
た
。

(
9〉

茶
、
顧
孟
除
、
梁
激
漠
ら
に
書
簡
と
電
報
で
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。

李
宗
仁
自
身
も
宋
慶
齢
、

李
済
深
、

沈
鈎
儒
、

章
伯
鈎
、
張
東

(

m

)

 

績
い
て
和
卒
推
進
涯
の
部
力
子
と
張
治
中
が
上
海
を
訪
れ
、
民
主
同
盟
指
導
者
の
張
湖
、
羅
隆
基
ら
と
協
議
を
行
な
っ
た
。
郡
カ
子
と
張
治

協い
力て
をの
仰 意
い見
でを
し、(聴

る11取
。〉し

さ
ら
に
宋
慶
齢
、
民
社
撲
の
張
君
勘
と
相
次
い
で
曾
談
し
た
。

一
方
、
甘
介
侯
も
陳
銘
橿
と
章
士
剣
を
再
度
訪
問
し
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中
は
甘
介
侯
と
情
報
交
換
を
お
こ
な
ア
た
う
え
、
銭
新
之
(
交
通
銀
行
萱
事
長
)
の
同
伴
で
社
月
筆
を
訪
問
し
て
上
海
工
商
一
界
の
和
卒
交
渉
に
つ

代
表
園
涯
遣
は
、
流
動
的
な
人
選
と
共
産
業
側
の
意
向
と
の
兼
合
い
か
ら
、
最
後
ま
で
手
探
り
の
朕
態
で
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
南
京
政
府

が
最
初
に
接
燭
し
、
協
力
を
要
請
し
た
顔
ぶ
れ
を
眺
め
る
と
、
大
部
分
が
民
主
同
盟
の
指
導
的
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
中
共

側
と
の
調
停
役
と
し
て
民
盟
な
ど
第
三
勢
力
に
頼
ろ
う
と
い
う
南
京
側
の
瑳
想
は
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
政
府
は
民
主
同
盟
か
ら
の
協
力
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
四
七
年
一

O
月
に
政
府
に
よ
り
非
合
法
化
さ
れ
た
民
盟
は

園
民
識
に
封
し
て
な
お
厳
し
い
警
戒
心
を
持
っ
て
お
り

大
方
針
と
し
て
す
で
に
中
共
と
の
合
作
が
固
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
民
主
諸
熊

涯
の
構
成
員
は
中
共
の
要
請
で
、

一
九
四
八
年
末
か
ら
恰
爾
潟
市

・
河
北
省
卒
山
鯨
李
家
荘
な
ど
の
擦
貼
へ
移
動
を
始
め
て
お
り
、

(

ロ

〉

年
三
月
ま
で
に
香
港
か
ら
東
北
、
華
北
に
入
っ
た
民
主
人
士
は
三
五

O
人
を
数
え
た
。
北
卒
解
放
後
は
北
卒
へ
の
移
動
が
な
さ
れ
、
北
方
の
同

一
九
四
九



志
か
ら
張
澗
、
資
炎
培
、
羅
陸
基
ら
上
海
残
留
組
に
劃
す
る
呼
び
か
け
も
熱
を
帯
び
て
き
て
い
た
。

倫
ら
五
五
人
が
撃
明
を
出
し
、
中
共
の
指
導
下
で
革
命
を
完
成
し
新
中
園
を
創
設
す
る
こ
と
、
中
間
路
線
の
存
在
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
訴
え

(

日

〉
た。

一
月
二
二
日
、
李
済
深
、
沈
鈎
儒
、
馬
絞

民
盟
の
ほ
か
に
園
民
黛
が
呼
び
か
け
た
の
は
上
海
在
住
の
名
望
家
た
ち
で
あ
ア
た
。
一
月
=
ご
日
朝
、
李
宗
仁
自
ら
が
上
海
へ
赴
き
、
顔
恵

慶
、
章
士
制
、
冷
透
、
陳
光
甫
、
江
庸
ら
の
事
識
経
験
者
・
各
界
名
士
(
多
く
は
無
篤
無
涯
)
ニ

O
数
人
と
談
話
舎
を
行
な
い
、
協
力
を
仰
い

だ
。
政
府
は
こ
の
日
の
談
話
舎
で
舎
見
し
た
無
黛
涯
の
「
祉
舎
領
袖
」
で
あ
る
、
顔
恵
慶
、
章
土
剣
、
冷
遇
、
陳
光
甫
、
江
庸
の
五
人
に
「
上

(

H

)

 

海
人
民
和
卒
代
表
圏
」
を
委
嘱
す
る
こ
と
に
し
た
。

顔
恵
慶
、
章
士
剣
、
江
庸
は
快
諾
し
た
が
、
冷
遇
〈
江
蘇
省
参
議
会
議
長
〉
は
議
舎
開
舎
中
の
た
め
参
加
不
能
、
陳
光
甫
(
重
慶
上
海
一
商
業
儲
蓄

(

日

〉

銀
行
、
中
園
投
資
公
司
な
ど
の
経
営
者
)
は
金
融
の
専
門
家
で
政
治
に
は
疎
い
と
い
う
理
由
で
僻
退
し
た
。
そ
の
後
、

皐
校
長
)
、
欧
元
懐
(
大
夏
大
祭
校
長
〉
、

侯
徳
務
(
水
利
公
司
線
経
理
〉
ら
が
加
え
ら
れ
、

月
七
日
夜
、
中
共
側
か
ら
章
士
剣
等
が
私
人
の
資
格
で
来
る
な
ら
葉
剣
英
が
接
待
す
る
が
、
甘
介
侯
の
北
卒
訪
問
は
担
否
す
る
と
い
う
正
式
回

(

口

)

答
が
あ
り
、
甘
の
仲
介
し
た
凌
、
欧
、
侯
の
三
人
が
健
康
や
業
務
を
理
由
に
僻
退
し
た
。

代
表
に
は
凌
憲
揚
(
渥
江
大

(
時
〉

甘
介
侯
と
部
力
子
が
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
二
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中
共
の
回
答
に
驚
博
し
た
李
宗
仁
は
再
度
上
海
へ
飛
ん
で
協
議
を
績
け
、
最
終
的
に
顔
恵
慶
、
一
章
士
剣
、
江
庸
の
三
人
を
代
表
と
す
る
こ
と

(

日

〉

で
落
着
し
た
。
ま
た
部
力
子
が
個
人
の
資
格
で
同
行
し
、
連
絡
役
の
黄
啓
漢
、
張
豊
由
同
ら
秘
書
四
人
、

(

刊

日

)

築
地
下
策
員
)
ら
が
障
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

南
北
通
航
の
任
務
を
も
っ
金
山
〈
共
産

結
局
、
李
宗
仁
が
上
海
の
名
望
家
を
集
め
た
談
話
舎
が
人
選
の
場
と
な
ア
た
。
指
名
さ
れ
た
五
人
の
う
ち
、
章
士
剣
と
江
庸
は
無
黛
涯
、
顔

恵
慶
(
駐
英
、
駐
ソ
大
使
)
と
陳
光
甫
(
園
民
政
府
警
貝
〉
は
園
民
政
府
の
要
職
に
あ
り
、
冷
遇
は
民
盟
常
務
委
員
で
、
中
園
民
主
建
園
舎
の
創
設

者
の
一
人
、
一
九
四
五
年
七
月
に
責
炎
培
等
と
延
安
訪
問
を
果
た
し
た
親
中
共
涯
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
園
民
参
政
舎
参
政
員
の
資
格
を
持

ち
、
共
産
禁
が
受
入
れ
可
能
な
人
物
で
あ
る
。
最
終
的
に
陳
と
冷
は
参
加
を
僻
退
し
た
の
で
、
李
宗
仁
の
要
請
に
麿
え
た
の
は
、
非
民
盟
の
親

579 
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園
民
業
的
立
場
に
あ
る
祉
舎
的
名
望
家
(
七
O
歳
前
後
の
園
民
参
政
曾
参
政
員
〉
で
あ
司
た
と
い
え
る
。

章
土
剣
の
代
表
圏
参
加
の
理
由

章
士
制
が
上
海
代
表
圏
へ
の
参
加
依
頼
を
受
諾
し
た
理
由
と
し
て
は
、

東
、
周
恩
来
と
い
っ
た
共
産
禁
の
指
導
者
た
ち
と
は
奮
知
の
開
柄
で
あ
り
、
ま
し
て
「
敵
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
②
社
月
笠
な
ど
や
は
り
蓄

知
の
上
海
の
質
業
家
た
ち
の
た
め
に
中
園
の
将
来
を
占
う
情
報
を
牧
集
す
ベ
く
共
産
禁
の
質
勢
を
視
察
す
る
好
機
舎
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
す
で

に
営
時
か
ら
共
産
業
の
秘
密
黛
員
が
章
士
剣
宅
に
出
入
り
し
て
お
り
、
章
と
共
産
禁
と
は
す
で
に
あ
る
程
度
の
連
絡
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ

一
九
四
八
年
か
ら
一
九
四
九
年
初
め
の
章
土
剣
に
は
家
人
に
舎
わ
せ
な
い
来
客

①
李
大
剣
、

陳
濁
秀
と
い
う
友
人
を
も
っ
章
一
に
と
っ
て
は
、

毛
津

と
、
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
。
章
土
剣
の
娘
の
回
想
に
よ
れ
ば
、

が
し
ば
し
ば
あ
ア
た
。
そ
れ
は
章
士
剣
と
と
も
に
北
卒
に
行
っ
た
金
山
で
、
嘗
時
は
園
民
黛
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
も
掲
載
の
地
下
共
産
黛
員

〈

却

〉

だ
っ
た
と
い
う
。

章
一
士
制
が
和
卒
交
渉
の
上
海
代
表
就
任
を
承
諾
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、

そ
れ
が
自
ら
の
政
治
理
念
の
貫
現
の
場
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
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と
思
わ
れ
る
。

政
治
協
一
商
禽
議
を
一
ヶ
月
後
に
控
え
た
一
九
四
五
年
一
一
月
下
旬
、
章
士
制
は
こ
の
舎
議
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
三
部
舎
と
劉
置
し
て
捉

え
、
南
京
政
府
・
中
園
共
産
禁
・
民
主
諸
黛
涯
の
三
者
に
射
し
、
三
部
舎
の
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
「
調
和
立
園
」
の
精
神
を
護
揮
す
ベ
し
、
と
主

(

幻

)

張
し
た
。

「
調
和
立
園
」
の
精
神
と
は
、
反
掛
意
見
の
存
在
を
許
容
し
、
政
敵
と
の
共
存
を
可
能
に
す
る
政
治
制
度
を
追
求
す
る
精
神
で
あ
る
。
そ
れ

は
多
元
主
義
的
議
舎
政
治
の
確
立
を
主
張
し
、
専
制
と
濁
裁
に
反
射
す
る
、
民
園
初
期
の
章
一
士
剣
の
政
治
論
の
一
部
で
あ
り
、

(

幻

〉

稿
さ
れ
る
。
政
協
舎
議
前
夜
の
章
は
、

「
調
和
論
」
と

「
調
和
論
」
が
必
要
と
な
る
時
の
再
来
を
感
じ
て
い
た
。
章
は
各
政
治
勢
力
が
濁
立
し
つ
つ
協
調
す
る

(お〉

こ
と
を
希
望
し
、
言
論
の
自
由
の
硯
貼
か
ら
園
民
薫
の
「
訓
政
」
を
批
判
し
、
新
た
な
る
「
憲
政
」
の
時
代
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
た
。
だ
が



内
戦
勃
護
に
よ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
三
部
舎
の
例
に
言
及
し
た
章
の
危
倶
が
現
寅
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
九
四
九
年
一
月
、
園
民
黛
贋
西
涯
が
打
ち
出
し
た
和
卒
政
策
は
、
章
土
剣
に
は
園
民
黛
が
再
び
政
治
協
一
商
舎
議
路
線
へ
と
復
蹄
し
、
他
黛

涯
と
の
合
作
を
求
め
る
も
の
と
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
李
宗
仁
が
園
民
黛
内
で
提
起
し
た
和
卒
交
渉
案
に
は
、
政
治
犯
の
樟
放
、
言
論
集
舎
の
自

由
の
承
認
と
と
も
に
、
上
海
を
自
由
市
と
し
政
府
は
軍
を
撤
退
、
各
業
涯
人
士
が
上
海
で
連
合
政
府
を
設
立
、
園
民
政
府
と
中
共
代
表
が
上
海

(

斜

)

で
和
卒
交
渉
を
行
う
こ
と
が
盛
込
ま
れ
て
い
た
。
李
宗
仁
が
上
海
で
章
土
剣
ら
の
説
得
に
あ
た
司
た
さ
い
も
、
こ
れ
と
類
似
し
た
和
卒
案
を
提

示
し
た
は
ず
で
あ
り
、
章
と
し
て
は
自
己
の
理
念
で
あ
る
議
舎
主
義
政
治
を
具
瞳
化
す
る
絶
好
の
機
舎
の
到
来
と
理
解
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
か
つ
て
宋
数
仁
の
政
黛
政
治
論
と
責
任
内
閣
制
論
を
支
持
し
た
『
民
立
報
』
期
の
一
軍
士
剣
の
政
治
論
の
復
活
で
あ
っ
た
。

章
士
剣
は
意
気
揚
々
と
こ
の
北
卒
行
に
臨
ん
だ
。
二
月
一
日
夕
刻
、
顔
恵
慶
宅
で
の
打
合
わ
せ
終
了
後
、
章
は
記
者
圏
に
劃
し
、
上
海
代
表

の
出
設
は
ま

っ
た
く
私
人
が
和
卒
を
試
み
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
和
卒
変
渉
の
大
計
は
政
府
代
表
に
金
権
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
を
待
た
ね
ば

(

お

)

な
ら
な
い
と
語
り
、
ま
た
そ
の
翌
日
、
章
は
『
申
報
』
記
者
に
劉
し
、
自
分
は
和
卒
の
た
め
に
奔
走
す
る
こ
と
を
請
け
負
っ
た
が
、
心
中
は
一

枚
の
白
紙
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
成
算
も
な
い
。
北
卒
に
赴
い
て
か
ら
こ
の
白
紙
に
書
か
れ
た
こ
と
は
す
べ
て
持
ち
蹄
り
、
嘗
局
の
参
考
に
し

〈

mm〉

と
語
っ
て
い
る
。
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て
も
ら
お
う
、

い
ず
れ
に
せ
よ
政
府
代
表
が
正
式
な
交
渉
の
席
に
着
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
章
士
制
の
使
命
で
あ
っ
た
。

議
曾
主
義
の
主
張
者
で
あ
る
章
土
剣
の
政
治
論
の
下
地
に
は
、
社
舎
契
約
論
的
愛
想
が
あ
っ
た
。
-
章
は
ル

ソ
l

『
枇
舎
契
約
論
』
第
三
編
第

一
一
章
の
後
牢
を
引
き
な
が
ら
、
園
家
の
解
散
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
好
悪
な
権
力
者
が
わ
が
純
一
意
を
奪
い
、
わ
れ

に
自
分
の
意
志
を
捨
て
て
他
者
の
意
志
に
従
え
と
強
要
す
る
な
ら
ば
、

わ
れ
は
祉
曾
契
約
の
成
立
以
前
の
自
由
を
回
復
し
て
、
再
び
自
然
紋
態

(

幻

〉

「
し
た
が
っ
て
園
家
を
解
散
す
る
と
は
祉
舎
契
約
を
破
棄
し
、
も
と
の
自
己
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

亥
世
凱
死
後
の
一
九
一
六
年
九
月
、
中
華
民
園
再
建
の
た
め
の
憲
法
制
定
曾
議
が
開
催
さ
れ
た
さ
い
、
章
土
剣
は
「
新
園
家
の
組
織
は
、
昨

日
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
今
日
よ
り
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
繍
董
に
た
と
え
る
と
、

へ
と
踏
み
入
る
だ
け
で
あ
る
。

581 

わ
が
圏
は
ま
っ
さ
ら
な
白
紙
で
あ
り
、
配
色
も
構
圃
も
童
家
の
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
。
:
:
:
こ
の
ま
さ
に
千
載
一
遇
の
機
舎
を
失
つ
て
は
な
ら



582 

(

勿

〉

な
い
」
と
、
園
家
の
解
散
に
よ
っ
て
政
治
瞳
制
は
白
紙
に
還
元
さ
れ
、
園
家
建
設
が
再
履
行
さ
れ
る
と
い
う
自
身
の
政
治
論
を
給
董
の
比
倫
を

も

っ
て
表
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

一
九
二

0
年
代
の
挫
折
に
も
閲
ら
ず
、
三

O
年
の
時
を
隔
て
て
章
の
政
治
論
は
一
貫
し
て
い
る
。

こ
の
た
び
上
海
代
表
と
し
て
北
卒
に
出
援
す
る
前
夜
の
章
土
剣
に
と
っ
て
も
、
一
切
の
園
家
建
設
構
想
は
白
紙
還
元
さ
れ
て
お
り
、

国
家
建
設
を
進
め
る
か
は
全
て
が
和
卒
交
渉
か
ら
誕
生
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
章
士
剣
と
し
て
は
一
九
四
六
年
の
政
協
曾
議
に
引
き
績

き
、
一
九
四
九
年
の
和
卒
舎
談
で
こ
そ
「
調
和
立
園
」
の
精
神
を
護
揮
す
べ
き
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
調
和
論
」
に
お
い
て
章

士
剣
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
「
今
日
の
政
局
の
唯
一
の
解
決
の
方
法
は
、
機
舎
を
み
つ
け
て
、
全
園
の
人
の
聴
明
才
力
を
準
設
さ
せ
、
情
感
と

利
害
を
融
和
さ
せ
て
、
園
憲
を
規
範
と
し
て
、
園
俗
を
襲
容
さ
せ
、
そ
れ
を
共
に
信
奉
し
て
、
欺
き
あ
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ

(

勾

)

る」
。
-
一
章
に
と
っ
て
和
卒
変
渉
の
成
功
と
は
合
議
制
と
い
う
卒
和
的
方
法
に
よ
る
園
家
統
合
の
貫
現
を
一
意
味
し
て
い
た
。

「
上
海
人
民
和
卒
代
表
圏
」
の

一
行
一
九
人
は
二
月
一
一
一
一
日
、
園
民
議
要
人
の
見
迭
り
を
受
け
、
上
海
を
出
麗
し
た
。
空
港
で
は
記
者
固
に

顔
恵
慶

:
「
中
共
側
に
和
卒
交
渉
の
日
時
を
決
め
さ
せ
ら
れ
た
ら
大
成
功
だ
」
。

パ

ド

こ

L
t
t
 

に
、
中
共
側
の
提
案
を
随
時
南
京
に
知
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
い
」
。

章
土
剣

:「
今
度
の
放
で
は
和
卒
を
呼
び
か
け
る
ほ
か

江
庸
:
「
共
産
側
と
協
議
し
て
南
北
の
逼
郵
問
題
を
解
決
す
る
」
。
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針
し

部
力
子

ま
だ
政
府
の
代
表
、が
行
っ
て
話
を
す
る
時
期
で
は
な
い
か
ら
だ
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

(

ω

)

 

翌
一
四
日
午
後
、
北
卒
に
到
着
し
た
。

「
今
回
陣
笠
役
を
や
る
の
は

一
行
は
青
島
経
由
で

上
海
代
表
と
中
共
の
和
卒
交
渉

北
卒
に
到
着
し
た
代
表
圏
一
行
は
、
葉
剣
英
(
北
卒
市
長
兼
北
卒
軍
事
管
制
委
員
曾
主
任
委
員
)
、

徐
汰
(
北
卒
市
副
市
長
〉
、

(
M
U
〉

た
だ
ち
に
全
員
が
東
交
民
巷
の
六
園
飯
庖
に
投
宿
し
た
。

連
絡
役
と
し
て
北
卒

に
残
留
し
て
い
た
劉
仲
華
ら
の
歓
迎
を
受
け
、

二
月
二

O
日
午
後
、
北
京
飯
庖
で
、
林
彪
、
董
必
武
、
葉
創
英
ら
が
民
主
諸
黛
涯
を
招
待
し
て
北
卒
・
天
津
解
放
の
祝
宴
を
開
催
し
た
。
各

黛
涯
、
各
専
門
分
野
に
わ
た
り
四

O
O人
除
り
が
参
加
し
、
顔
恵
慶
、
章
士
剣
、
江
庸
、
部
力
子
も
招
待
さ
れ
た
。
ま
ず
林
彪
が
謹
言
し
、
北



卒
が
和
卒
解
放
さ
れ
た
意
義
、
全
圏
の
人
民
の
卒
和
へ
の
希
望
、
米
一
帝
に
依
存
し
て
抵
抗
す
る
園
民
業
の
陰
謀
に
つ
い
て
燭
れ
、
部
力
子
等
に

永
久
の
卒
和
の
た
め
に
努
力
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
述
べ
た
。
績
い
て
葉
剣
英
が
次
の
よ
う
な
演
説
を
し
た
。
和
卒
、
民
主
、
統
一
の
新
中
園

の
建
設
が
各
黛
涯
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
に
は
天
津
方
式
と
北
卒
方
式
の
ふ
た
つ
あ
る
。
天
津
方
式
は
、
軍
事
力
で
反
動
涯
の
軍
隊
を

粉
砕
し
和
卒
民
主
統
一
の
障
害
を
排
除
す
る
方
法
、
北
卒
方
式
は
、
談
剣
を
通
し
て
卒
和
に
問
題
を
解
決
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の

(

幻

〉

方
法
の
ど
ち
ら
に
な
る
か
は
園
民
議
衣
第
で
あ
る
と
述
べ
た
。

交
渉
の
能
地
が
あ
る
の
は
、
北
卒
方
式
か
天
津
方
式
か
と
い

う
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
と
い
う
立
場
の
表
明
で
あ
ア
た
。
林
彪
や
葉
創
英
の
語
る
和
卒
変
渉
と
は
、
園
民
議
の
和
卒
涯
が
想
定
し
て

葉
の
演
説
は

共
産
業
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
中
圏
全
土
の
支
配
で
あ
り
、

い
る
中
園
の
分
割
支
配
の
篠
件
変
渉
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
一
日
夜
、
代
表
固
に
朗
報
が
も
た
さ
れ
た
。
四
代
表
の
石
家
荘
に
お
け
る
毛
津
東
と
の
直
接
曾
談
が
決
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
二

日
以
降
、
代
表
圏
は
石
家
荘
で
毛
淳
東
と
舎
見
し
、

周
恩
来
一
同
と
も
舎
談
し
た
。
舎
談
は
な
ご
や
か
な
雰
圏
気
で
行
わ
れ
、
中
共
側
の
和
卒

-143ー

交
渉
参
加
者
と
曾
談
の
場
所
に
つ
い
て
は
三
月
一
五
日
ご
ろ
に
決
定
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
通
知
さ
れ
た
。
上
海
代
表
圏
は
二
四
日
午
後
北
卒

(

お

)

石
家
荘
出
震
の
際
、
毛
津
東
の
李
宗
仁
宛
親
書
が
託
さ
れ
た
。
こ
れ
が
こ
の
代
表
圏
の
最
大
の
成
果
と
な
っ
た
。

に
闘

っ
た
が
、

北
卒
に
上
機
嫌
で
闘
っ
て
来
た
章
士
制
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

が
、
毛
細
停
東
は
最
も
自
分
を
感
服
さ
せ
た
偉
大
な
領
袖
で
あ
る
。
今
度
の
放
行
で
得
た
総
瞳
的
な
印
象
で
は
卒
和
の
障
害
は
南
方
に
あ
る
の
で

(
引
品
〉

あ
り
、
北
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
章
士
剣
が
こ
の
交
渉
に
お
い
て
中
共
側
に
共
鳴
し
、
好
意
を
抱
い
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

北
卒
で
の
任
務
を
終
え
た
代
表
圏
は
、
二
六
日
中
共
幹
部
一
同

へ
の
答
雄
宴
を
聞
き
、
二
七
日
、
葉
剣
英
ら
の
見
迭
り
を
受
け
西
苑
飛
行
場

(

お

)

を
離
陸
し
た
。
黄
啓
漢
だ
け
は
連
絡
役
と
し
て
北
卒
に
残

っ
た。

黄
啓
漢
の
回
想
に
よ
れ
ば
、

自
分
は
生
涯
で
多
く
の
大
人
物
に
舎
っ
た
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一
行
は
、
南
京
到
着
後
、
李
宗
仁
へ
の
報
告
と
歓
迎
宴
の
た
め
に
三
日
開
南
京
に
滞
在
し
、
三
月
二
日
、
上
海
に
闘
っ
た
。
章
士
剣
は
そ
の

足
で
社
月
笠
を
訪
ね
、
舎
談
し
た
。
話
題
は
上
海
の
未
来
、
す
な
わ
ち
共
産
黛
が
武
力
攻
撃
す
る
か
ど
う
か
が
中
心
と
な
っ
た
。
翌
日
輩
、
杜
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月
笠
は
潜
公
展
(
上
海
市
参
議
曾
議
長
〉
、
徐
寄
欣
(
副
議
長
)
、
銭
新
之
ハ
交
通
銀
行
董
事
長
)
ら
上
海
の
有
力
者
と
と
も
に
、
自
宅
で
章
士
剣
ら

『
申
報
』
は
こ
の
日
の
三
人
の
口
調
か
ら
は
中
共
が
上
海
を
武
力
攻
撃
す
る
考
え
は
な
い
模
様
で
あ
る
と
報

道三
し(人
た36の
。)和

卒
代
表
を
慰
第
し
た

章
士
制
自
身
は
、
北
卒
で
の
感
想
を
『
申
報
』
記
者
に
劃
し
て
次
の
よ
う
に
漏
ら
し
て
い
る
。

意
士
制
:
和
戦
の
問
題
に
閲
し
て
中
共
側
の
意
見
は
ま
だ
一
致
し
て
い
な
い
。
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
文
人
は
和
卒
論
、
武
人
は
主
戦
論
で

あ
る
。
周
恩
来
は
将
軍
を
稽
し
て
い
る
が
文
人
た
る
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
彼
も
和
卒
論
で
あ
る
。

者
:
今
日
の
中
共
は
あ
く
ま
で
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を
買
行
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
民
主
主
義
を
貫
現
す
る
の
か
。

章
士
制
:
自
分
は
ま
だ
北
卒
に
特
殊
な
幾
化
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
物
債
は
南
京
・
上
海
よ
り
高
い
が
、
彼
ら
は
粟
を
標
準
と
し
て
い

る
の
で
幾
動
は
大
き
く
な
い
。
そ
し
て
物
資
の
流
通
に
努
め
て
い
る
の
で
物
債
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

記

ま
だ
戸
口
の
調
査
も
し
て
い
な
い
。

新
聞
統
制
に
闘
し

-144ー

者
:
中
共
が
北
卒
で
寅
施
し
て
い
る
措
置
を
上
海
で
も
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

章
士
制
:
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
北
卒
の
措
置
は
温
和
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

コU-一=口

て
、
す
で
に
中
共
支
持
に
態
度
を
襲
え
た
新
聞
の
活
動
を
も
停
止
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
訪
ね
た
と
こ
ろ
「
間
違
い
で
あ
っ

た
」
と
い
う
答
え
だ
っ
た
。

記

者
:
停
作
義
本
人
の
自
由
の
問
題
は
ど
う
か
。

一
章
一
士
制
:
我
々
は
ま
だ
不
自
由
な
肢
況
を
見
て
い
な
い
。
停
作
義
は
彼
ら
の
宴
舎
に
何
度
も
参
加
し
て
い
る
。

動
も
自
由
で
あ
司
た
。

ま
た
自
分
の
北
卒
で
の
行

(
幻
〉

た
だ
中
共
嘗
局
は
安
全
の
た
め
に
常
に
憲
兵
を
涯
遣
し
て
「
保
護
」
し
て
く
れ
た
。

以
上
か
ら
は
、
中
共
軍
入
城
か
ら
牢
月
後
の
北
卒
に
大
き
な
襲
化
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
中

共
が
マ
ル
ク
ス
主
義
か
新
民
主
主
義
か
と
い
う
記
者
の
聞
い
に
章
土
剣
が
ふ
さ
わ
し
く
回
答
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
嘗
時
の
流
動
的
な
朕

況
下
で
は
、
章
を
含
，め
て
共
産
業
外
部
か
ら
は
共
産
業
の
政
策
方
針
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
捉
え
難
か
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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南
京
政
府
代
表
の
人
選

章
士
制
は
三
月
六
日
か
ら
八
日
ま
で
再
度
南
京
に
出
向
き
、
程
潜
(
湖
南
省
政
府
主
席
)
、

(
お
)

な
っ
た
。
章
の
南
京
行
は
政
府
に
和
卒
変
渉
を
督
促
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
三
月
七
日
、
章
土
剣
は
記
者
に
封
し
、
中
共
と
の
正
式
交
渉
を
迅

部
力
子
、

自
崇
繕
、
顧
祝
同
ら
と
意
見
交
換
を
行

速
に
開
始
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
く
ば
上
海
和
卒
代
表
園
の
中
共
領
袖
と
の
意
見
交
換
の
成
果
が
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
語
っ
て
い

(

m

m

)

〈

必

〉

る
。
そ
し
て
-
章
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
は
、
程
潜
に
中
共
側
へ
の
寝
返
り
を
勧
め
る
毛
揮
東
の
意
志
を
停
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
後
の

程
潜
の
園
民
集
離
脱
の
伏
線
と
な
る
。

政
府
代
表
の
入
選
作
業
は
一
月
二
二
日
の
行
政
院
臨
時
政
務
曾
議
で
す
で
に
終
了
し
て
お
り
、
部
力
子
、
張
治
中
、
彰
昭
賢
、
責
紹
紘
、
鍾

(
4〉

天
心
が
代
表
指
名
を
受
け
て
い
た
が
、
上
海
代
表
圏
の
場
合
と
同
様
に
人
選
は
二
轄
三
轄
し
、

官
公
署
長
官
、
行
政
院
政
務
委
員
)
、
郡
力
子
ハ
園
民
政
府
委
員
)
、

最
終
的
に
は
三
月
末
に
張
治
中
ハ
西
北
軍
政
長

賞
紹
拡
(
戟
略
顧
問
委
員
曾
委
員
、
監
察
院
副
院
長
、
立
法
委
員
、
圏
民
政
府
委
員
)
、

章
子
剣
、
李
蒸
(
三
民
主
義
青
年
圏
中
央
幹
事
、
終
中
央
執
行
委
員
〉
、
劉
斐
ハ
園
防
部
参
謀
次
長
、
戦
略
顧
問
委
員
曾
委
員
)
が
指
名
さ
れ
、
張
治
中
が

首
席
代
表
と
な
っ
た
。
張
治
中
と
部
力
子
は
重
慶
園
共
舎
談
代
表
と
し
て
「
壁
十
協
定
」
に
署
名
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。

章
士
剣
が
政
府
代
表
に
選
出
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
二
月
の
上
海
人
民
和
卒
代
表
圏
の
経
験
と
、
そ
の
高
い
祉
曾
的
知
名
度
、
園
共
和
卒

統
一
に
劃
す
る
積
極
性
、
共
産
禁
側
に
も
歓
迎
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
章
の
指
名
に
は
黛
内
環
境
の
襲
化
と
何

-145ー

膳
欽
の
意
向
が
働
い
た
。

章
の
南
京
滞
在
中
に
、
孫
科
内
閣
が
糟
僻
職
す
る
事
件
が
起
こ
り
、
こ
れ
に
連
座
し
て
政
府
代
表
に
指
名
さ
れ
て
い
た
鍾
天
心
(
水
利
部
長
〉

(

必

〉

(

的

制

〉

が
代
表
を
辞
任
し
た
。
彰
昭
賢
(
内
政
部
長
)
は
中
共
の
反
封
で
す
で
に
僻
職
し
て
お
り
、
資
紹
紘
、

〈
川
崎
〉

慰
留
さ
れ
て
い
た
。
政
府
和
卒
代
表
園
の
涯
遣
計
霊
は
頓
挫
し
か
け
て
い
た
。

張
治
中
も
各
々
代
表
僻
任
を
申
し
出
て

585 

南
京
で
は
新
行
政
院
長
の
何
麿
欽
を
中
心
に
組
閣
工
作
が
行
わ
れ
た
。
新
内
閣
は
中
共
と
の
和
卒
変
渉
を
遂
行
す
る
使
命
を
持
つ
関
係
上
、
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置
く
園
民
業
外
か
ら
も
人
材
が
求
め
ら
れ
た
。
上
海
代
表
と
し
て
北
卒
に
赴
い
た
質
績
の
あ
る
顔
恵
慶
、
江
庸
は
高
齢
と
健
康
を
理
由
に
入
閣

(

日

制

)

要
請
を
桓
否
し
た
。
章
士
剣
の
場
合
は
、

一
時
司
法
行
政
部
長
就
任
説
が
流
れ
た
が
、
章
の
担
絶
に
よ
り
入
閣
報
道
は
誤
報
で
あ
る
こ
と
が
剣

(

川

崎

)

明
し
た
。
だ
が
こ
う
い
司
た
経
緯
か
ら
そ
の
後
も
何
賠
欽
が
和
卒
交
渉
の
政
府
代
表
と
な
る
よ
う
章
に
要
請
し
、
章
の
同
意
を
得
て
二
四
日
の

(

門

出

)

行
政
院
舎
議
で
了
承
さ
れ
た
。
章
士
剣
の
参
加
に
よ
り
代
表
圏
の
目
的
達
成
の
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。

章
士
制
自
身
は
共
産
黛
と
の
和
卒
の
成
否
に
つ
い
て
は
楽
観
的
な
見
方
を
し
て
い
た
。

政
府
関
係
者
と
の
協
議
に
参
加
す
べ
く
二
四
日
南
京
に
向
か
う
章
士
剣
は
、
上
海
騨
で
次
の
よ
う
な
談
話
を
行
な
?
た
。

「紫
外
人
士
に
も
和
卒
代
表
を
委
ね
る
何
臆
欽
の
今
度
の
要
請
は
、
園
民
黛
の
雅
量
を
示
し
て
お
り
、
深
く
敬
服
す
る
。

こ
の
よ
う
な
公
卒

な
態
度
で
和
卒
を
求
め
れ
ば
成
功
の
希
望
が
大
き
い
と
深
く
信
ず
る
。
自
分
は
こ
の
機
舎
を
借
り
て
全
園
人
民
の
た
め
に
奉
仕
し
、
園
共
代
表

聞
の
調
停
役
を
務
め
て
和
卒
交
渉
を
成
功
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
」

ま
た
、
記
者
の
、
今
度
の
和
卒
交
渉
に
第
三
方
面
の
人
士
が
参
加
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
聞
い
に
劉
し
、

あ
っ
て
他
の
紫
波
お
よ
び
民
一
意
代
表
は
参
加
し
な
い
け
れ
ど
も
、
和
卒
が
質
現
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
蕪
振
を
も
含
め
た
政
治
協
一
商
舎
議
を
開
催

す
る
だ
ろ
う
」
と
答
え
た
。
そ
し
て
章
士
剣
は
今
回
の
和
卒
交
渉
に
は
隻
方
と
も
誠
意
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

(

必

)

和
卒
交
渉
が
進
行
す
る
期
間
内
は
共
産
業
軍
は
渡
江
し
な
い
と
考
え
る
」
と
述
べ
た
。

「
今
回
は
園
共
聞
の
直
接
交
渉
で

-146ー

「
個
人
的
見
解
と
し
て
は
、

こ
の
談
話
か
ら
剣
明
す
る
と
お
り
、
一
章
士
剣
は
園
民
蕪
の
「
公
卒
な
態
度
」
を
評
慣
し
た
。
そ
し
て
交
渉
成
功
後
に
第
三
勢
力
の
参
加
す
る

政
治
協
一
商
舎
議
の
開
催
を
想
定
し
て
い
た
。
園
共
内
戦
を
振
り
出
し
に
戻
し
、
全
議
涯
参
加
の
政
治
協
一
商
禽
議
に
よ
っ

て
園
家
建
設
の
再
履
行

を
模
索
す
る
と
い
う
の
が
章
一
土
剣
の
構
想
で
あ
る
。
二
五
、
二
六
日
の
雨
日
に
わ
た
る
政
府
園
防
部
で
の
舎
議
を
終
え
た
章
土
剣
は
記
者
圏
に

(

州

日

)

射
し
、
整
方
と
も
和
卒
を
求
め
て
い
る
の
で
自
分
は
基
本
的
に
は
楽
観
し
て
い
る
、
と
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。

一
方
、
中
共
中
央
は
、
三
月
二
六
日
の
北
卒
新
華
社
の
放
迭
で
、
四
月

一
日
よ
り
北
卒
で
交
渉
を
開
始
す
る
こ
と
、
周
思
来
、
林
伯
渠
、
林

彪
、
葉
剣
英
、
李
維
漢
を
代
表
と
し
、
周
恩
来
を
首
席
代
表
と
す
る
こ
と
、
毛
津
東
の
八
項
篠
件
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
通
告
し



〈

印

〉

て
き
た
。
二
七
日
、

A

一
品
謹
上
海
に
蹄
る
章
土
創
は
、
今
度
の
北
卒
行
き
で
は
最
初
に
停
戦
に
つ
い
て
討
論
す
る
の
か
と
い
う
記
者
の
聞
い
に
、

(

日

)

繍
買
わ
ら
ぬ
楽
観
的
な
口
調
で
「
理
論
上
は
そ
う
だ
」
と
答
え
た
。

(

回

)

三
O
日
朝
、
章
土
剣
は
出
瑳
の
た
め
再
度
南
京
入
り
し
た
。
三
一
目
、
代
表
圏
の
先
護
隊
と
し
て
宜
郁
文
ら
秘
書
慮
の
人
員
な
ど
計
一
七
人

が
北
卒
へ
向
か
っ
た
。
章
は
あ
く
ま
で
も
楽
観
的
で
あ
っ
た
が
、
政
府
内
部
は
ひ
ど
く
緊
迫
し
悲
観
的
で
あ
っ
た
。
一
一
一
一
目
、
顧
祝
同
ハ
参
謀

線
長
)
が
立
法
院
で
軍
事
報
告
を
行
い
、
交
渉
決
裂
の
場
合
は
、
初
夏
ま
で
に
兵
力
四

O
O高
を
擁
す
る
中
共
軍
が
渡
江
す
る
だ
ろ
う
と
致
想

(

臼

)

を
述
べ
、
同
日
夜
、
何
謄
欽
の
官
邸
で
催
さ
れ
た
歓
送
宴
の
出
席
者
は
和
卒
交
渉
に
つ
い
て
話
題
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
、
縮
瞳
と
し
て
は
軍

(

国

)

事
的
敗
北
に
よ
る
講
和
要
求
で
あ
り
、
形
勢
不
利
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
皆
重
く
沈
ん
だ
気
分
で
あ
ア
た
と
い
う
。

各
代
表
は
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
涯
闘
を
代
表
し
て
お
り
、
各
々
の
動
機
と
目
的
を
も
ち
、
基
本
的
に
は
同
床
異
夢
で
あ
っ
て
一
枚
岩
で
は
な

張
治
中
と
部
力
子
は
蒋
介
石
涯
、

か
っ
た
、
と
余
湛
邦
(
張
治
中
秘
書
〉
は
記
し
て
い
る
。

色
が
希
薄
で
、
章
土
剣
は
ま
っ
た
く
無
黛
涯
の
「
祉
舎
賢
達
」

す
る
態
度
も
そ
れ
ぞ
れ
遣
っ
て
お
り
、
章
土
制
と
部
力
子
は
二
月
に
上
海
人
民
代
表
固
と
し
て
北
卒
に
行
っ
た
経
験
が
あ
り
、
園
民
黛
の
ね
ら

黄
紹
紘
と
劉
斐
は
贋
西
涯
に
属
し
、

李
蒸
は
源
開

-147ー

(
皐
識
経
験
者
)
で
あ
っ
た
。

余
湛
邦
の
観
察
で
は
、

彼
ら
の
和
卒
交
渉
に
封

う
長
江
を
境
界
と
し
た
分
割
支
配
を
貫
現
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
た
め
、
南
京
に
は
婦
ら
な
い
魔
悟
を
し
て
い
た
。

張
治
中
は
長
期
間
中
共
と
の
和
卒
交
渉
に
従
事
し
、
南
京
側
の
簸
・
軍
・
政
の
腐
敗
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
た
。
道
理
か
ら
い
え
ば
考
え
は
決

ま
っ
て
お
り
、
今
度
の
談
剣
は
不
可
能
を
貫
行
す
る
の
で
あ
る
と
出
護
前
に
語
っ
て
い
た
。
だ
が
張
は
蒋
介
石
と
の
閥
係
が
深
く
、
そ
れ
で
分

割

支

配

に

も

固

執

し

て

い

た

。

白

山

宗

轄

の

委

託

を

受

け

て

お

り

、

嘗

然

、

(
間
山
〉

た。

黄
紹
拡
と
劉
斐
は
李
宗
仁
、

分
割
支
配
を
貫
現
し
よ
う
と
し
て
い

五

園
共
和
卒
交
渉
の
経
過

587 

政
府
和
卒
代
表
圏
は
、

四
月
一
目
、
南
京
を
離
陸
、
午
後
北
卒
に
到
着
し
た
。

一
行
は
首
席
代
表
張
治
中
、
代
表
の
郡
力
子
、
責
紹
拡
、
章
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土
制
、
李
蒸
、
劉
斐
、
顧
問
の
李
俊
龍
、
屈
武
、
秘
書
の
潜
伯
騰
、
余
湛
邦
、
陳
樹
華
、

粛
錦
昇
、
案
、氷
竹
、
巌
北
漠
ら
、
計
一
九
人
で
あ
司

(
白
山
〉

た
。
中
共
側
の
封
躍
は
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
空
港
で
の
出
迎
え
も
少
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
中
共
代
表
圏
秘
書
長
の
湾
燕
銘
、
北
卒

市
政
府
秘
書
長
の
醇
子
正
ら
が
来
て
い
た
が
、
首
席
代
表
周
恩
来
の
出
迎
え
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
一
行
は
全
員
の
携
行
荷
物
も
検
査
さ
れ
た

こ
と
に
も
不
倫
快
を
費
え
、
投
宿
先
の
六
園
飯
庖
に
は
「
員
の
卒
和
を
歓
迎
し
、
備
の
卒
和
に
反
射
す
る
」
の
標
語
が
貼
ら
れ
て
あ
り
、
疑
念

(

幻

〉

を
一
一
層
大
き
く
し
た
と
い
う
。

一
日
夜
、
修
一
方
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
周
恩
来
は
始
め
か
ら
巌
し
い
口
調
で
、
張
治
中
が
出
設
直
前
に
蒋
介
石
と
の
協
議
に
赴
い
た
こ
と
を

非
難
し
た
。
す
で
に
中
共
に
は
蒋
と
合
作
す
る
意
志
は
な
く
、
務
の
引
退
は
僑
り
で
貫
際
は
背
後
で
操
縦
し
て
お
り
、
園
民
集
の
和
平
政
策
は

(
日
)

内
戦
再
開
の
時
間
稼
ぎ
に
す
ぎ
な
い
と
も
見
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
中
共
側
の
不
信
感
が
、
南
京
代
表
圏
冷
遇
の

一
因
で
あ
っ
た
。

周
恩
来
の
要
請
で
寅
啓
漢
が
和
卒
交
渉
の
前
提
と
な
る
八
項
篠
件
受
諾
の
確
認
の
た
め
南
京
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
開
放
府
代
表
た

ち
は
二
日
か
ら
七
日
ま
で
個
別
に
意
見
交
換
を
行
な
っ
た
。
主
に
周
恩
来
と
張
治
中
、
葉
剣
英
と
黄
紹
拡
、
林
伯
渠
と
章
土
剣
、
李
維
漢
と
郡

力
子
、
誕
祭
環
と
李
蒸
、
林
彪
と
劉
斐
が
組
に
な
っ
た
。
八
日
か
ら
は
毛
津
東
が
代
表
全
員
と
個
別
に
香
山
で
曾
見
し
た
。
初
日
は
張
治
中
、

(

回

〉

二
日
目
は
郡
力
子
と
章
土
剣
、
三
日
目
は
黄
紹
紘
と
劉
斐
、
四
日
目
は
李
蒸
と
盛
郁
文
で
あ
っ
た
。
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南
京
に
蹄
る
黄
啓
漢
に
劃
し
周
思
来
は
、
解
放
軍
が
卒
和
〈
の
障
害
を
排
除
す
る
に
十
分
な
質
力
を
有
す
る
こ
と
を
李
宗
仁
と
白
崇
轄
に
告

げ
る
よ
う
要
請
し
、
次
の
停
言
を
託
し
た
。
す
な
わ
ち
①
解
放
軍
は
和
卒
交
渉
期
間
中
は
渡
江
し
な
い
が
、
そ
の
後
は
和
卒
の
成
否
に
閥
ら
ず

渡
江
す
る
こ
と
。
②
白
崇
稽
は
武
漢
で
園
民
蕪
軍
を
指
揮
し
、
漢
口
北
部
よ
り
南
へ
撤
退
す
る
こ
と
。
③
白
山
宗
躍
は
安
徽
省
安
慶
を
出
る
こ

と。

④
李
宗
仁
は
い
か
な
る
状
況
で
も
南
京
を
離
れ
ず
、
多
数
の
園
民
議
の
人
員
を
南
京
に
留
め
て
お
き
、
贋
西
涯
の
軍
隊
を
南
京
に
進
駐
さ

せ
蒋
介
石
軍
の
攻
撃
に
備
え
る
こ
と
。
以
上
の
四
貼
で
あ
っ
た
。
三
日
午
後
、
南
京
へ
蹄
っ
た
黄
啓
漢
は
、
李
宗
仁
、
何
鹿
欽
と
協
議
し
、
四

(

ω

)

 

日
に
は
ア
メ
リ
カ
大
使
と
舎
見
、
五
日
に
漢
口
へ
行
き
白
崇
曜
と
舎
見
す
る
な
ど
連
絡
と
調
整
に
奔
走
し
た
。

共
産
薫
と
し
て
は
内
戦
は
ほ
ぼ
勝
利
し
た
と
考
え
て
お
り
、
す
み
や
か
な
江
南
接
牧
の
た
め
南
京

・
武
漢
の
和
卒
解
放
を
貫
現
す
ベ
く
園
民



黛
贋
西
涯
を
取
り
込
み
、
さ
ら
に
贋
西
涯
が
共
産
黛
と
連
合
し
反
蒋
の
軍
事
活
動
を
行
う
よ
う
求
め
る
政
治
的
工
作
の
機
舎
と
し
て
和
卒
交
渉

を
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

黄
啓
漢
の
奔
走
、
お
よ
び
李
宗
仁
と
毛
津
東
の
電
報
の
往
復
に
よ
り
和
卒
交
渉
の
保
件
が
整
い
、
「
中
園
人
民
の
解
放
と
中
華
民
族
の
濁
立

を
基
準
と
し
て
、
早
期
に
戟
争
を
終
結
し
、
卒
和
を
回
復
す
る
」
(
毛
津
東
四
月
八
日
〉
と
い
う
主
旨
に
も
と
づ
き
、
一

O
日
中
共
は
軍
事
進
攻

の
停
止
を
命
令
し
た
。
園
民
黛
側
の
嘗
面
の
要
求
は
整
方
の
停
戦
で
あ
っ
た
の
で
、

(
円
臥
〉

あ
る
と
報
道
し
た
。

『
申
報
』
は
こ
れ
が
代
表
圏
の
北
卒
で
の
最
初
の
成
果
で

和
卒
安
渉
の
正
式
曾
議
が
中
南
海
勤
政
殿
を
舎
場
に
二
回
開
催
さ
れ
た
。
第
一
回
舎
議
は
一
一
一
一
日
夜
九
時
に
開
曾
し
た
。
中
共
起
草
の
「
圏

内
和
卒
協
定
」
草
案
を
周
思
来
が
朗
讃
し
、
南
京
側
は
こ
れ
を
持
ち
掃
り
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
、

「
協
定
」
草
案
は
、
前
文
、
「
戦
争
責
任
は
園
民
黛
に
あ
る
」
。
第
一
僚
、
戦
犯
問
題
。

た
だ
ち
に
閉
舎
し
た
。
周
思
来
提
示
の

第
二
僚
、
橋
憲
法
の
履
止
。
第
三
僚
、
儒
法
統
の
鹿
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止
。
第
四
僚
、
軍
隊
の
改
編
。
第
五
僚
、
官
僚
資
本
の
渡
枚
。
第
六
僚
、
土
地
制
度
の
改
革
。
第
七
僚
、
買
園
的
篠
約
の
慶
止
。
第
八
僚
、
政

(
位
〉

協
舎
議
の
開
催
、
民
主
連
合
政
府
の
設
立
、
南
京
政
府
の
接
枚
。
以
上
入
俊
二
四
項
で
あ
っ
た
。

一
四
日
、
南
京
側
代
表
圏
は
四

O
数
件
の
修
正
意
見
を
含
む
修
正
案
を
作
成
、
張
治
中
が
そ
れ
を
周
に
渡
し
、
長
時
間
曾
談
し
た
。
圏
民
薫

(

臼

〉

の
敗
北
と
共
産
業
の
勝
利
は
必
然
で
あ
る
と
い
う
の
が
代
表
圏
の
共
通
し
た
見
解
と
な
っ
て
い
た
。

第
二
田
舎
議
は
一
五
日
夜
九
時
か
ら
聞
か
れ
た
。
最
初
に
周
恩
来
が
護
言
を
行
い
、
今
回
の
「
圏
内
和
卒
協
定
」
は
獲
更
不
能
の
決
定
稿
で

あ
る
こ
と
、
四
月
二

O
日
を
署
名
の
期
限
と
し
、
南
京
政
府
の
同
意
と
署
名
が
な
け
れ
ば
、
四
月
二
一
日
に
た
だ
ち
に
長
江
渡
河
作
戦
を
開
始

す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
周
思
来
は
、
さ
ら
に
修
正
箇
所
の
説
明
と
し
て
、
連
合
政
府
と
軍
の
整
編
委
員
曾
は
整
方
の
合
作
と
す
る
こ
と
、
園
民

議
軍
の
即
時
改
編
を
求
め
る
こ
と
、
解
放
軍
が
渡
江
し
地
方
政
擦
を
接
牧
す
る
こ
と
を
述
べ
、
次
に
具
瞳
的
な
修
正
黙
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し

て
最
後
に
、
人
民
解
放
軍
の
渡
江
と
接
牧
に
閲
し
て
は
、
協
定
成
立
後
、
長
江
流
域
の
一

O
豚
で
解
放
軍
が
渡
江
し
江
南
地
匿
を
接
牧
す
る
、

反
観
や
協
定
破
壊
者
は
南
京
政
府
と
共
同
し
て
卒
定
す
る
、
南
京
政
府
が
署
名
に
同
意
す
れ
ば
李
宗
仁
、
何
麿
欽
、
子
右
任
、
居
正
、
重
冠
賢

589 
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(

臼

〉

の
五
人
が
北
卒
の
署
名
式
に
参
加
す
る
旨
が
告
げ
ら
れ
た
。

舎
議
終
了
後
、
南
京
代
表
圏
は
宿
舎
に
も
ど
り
検
討
を
績
け
た
。
決
定
稿
で
は
修
正
意
見
四

O
数
件
の
う
ち
半
数
が
採
用
さ
れ
、
戦
犯
問
題

や
軍
隊
改
編
に
閲
し
て
大
き
な
譲
歩
を
得
た
こ
と
か
ら
、

最
後
に
皆
が

「協
定
」
承
認
で
一
致
し
た。

(

前

〉

の
最
終
案
を
南
京
に
持
ち
開
り
、
李
宗
仁
と
何
麿
欽
に
受
諾
を
勧
告
す
る
こ
と
に
し
た
。

一
六
日
、
資
紹
紘
と
屈
武
が
南
京
に
飛
ん
だ
。
署
名
期
限
の
二

O
日
ま
で
の
問
、
政
府
の
返
答
を
待
つ
代
表
た
ち
の
心
境
に
つ
い
て
、
余
湛

そ
こ
で
黄
紹
拡
と
屈
武
(
顧
問
)
が
こ

邦
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る

(引
用
中
の
括
弧
は
余
湛
邦
〉
。

「
そ
の
数
日
間
、
代
表
の
心
境
は
複
雑
だ
っ
た
。
出
護
嘗
初
の
致
想
に
遣
わ
ず
、
任
務
は
異
常
に
困
難
で
、
不
可
能
を
賀
行
す
る
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
『
圏
内
和
卒
協
定
』
を
讃
ん
だ
後
は
、
任
務
を
ま
司
と
う
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
小
さ
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
寓
一
を
願
っ

て
い
た
代
表
た
ち
の
心
に
一
種
の
敗
北
感
が
満
ち
て
い
た
(
章
士
剣
先
生
の
よ
う
な
少
数
者
は
例
外
だ
っ
た
〉
。
南
京
の
返
答
を
焦
燥
し
て
待

(

白

山

)

ち
つ
つ
、
各
人
が
今
後
の
慮
世
を
考
え
、
巌
し
い
試
練
に
直
面
し
て
い
た
。
」

章
士
制
は
例
外
だ
司
た
と
余
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
章
土
剣
に
と
っ
て
は
南
京
政
府
が
「
圏
内
和
卒
協
定
」
に
署
名
し
な
い
こ
と
が
む
し

ろ
不
思
議
で
あ
司
た
。
李
宗
仁
を
よ
く
知
る
劉
斐
に
は
李
が
署
名
し
な
い
こ
と
が
議
想
で
き
、
そ
の
旨
を
章
士
剣
に
俸
え
た
と
こ
ろ
、
-章は
、
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元
来
不
利
な
僚
件
で
も
署
名
す
る
と
述
べ
て
い
た
李
宗
仁
が
、
僚
件
が
大
分
改
善
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
署
名
し
な
い
の
は
、
度
胸
が
な
さ

(
m
む

す
、
き
る
と
憤
慨
し
た
と
い
う
。

屈
武
の
回
想
に
よ
る
と
、
劉
斐
が
出
裂
前
の
黄
紹
拡
・
屈
武
に
口
頭
で
授
け
た
方
策
は
、
第
一
に
、
李
宗
仁
、
白
崇
語
、
黄
旭
初
の
三
人
の

庚
西
涯
首
領
に
協
定
を
承
認
す
る
よ
う
説
得
す
る
こ
と
、
こ
の
和
卒
協
定
を
担
否
す
る
こ
と
は
戦
端
の
再
聞
を
意
味
し
、
そ
れ
は
園
民
議
と
贋

西
涯
の
敗
北
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
決
然
と
主
戦
涯
を
封
じ
込
め
る
こ
と
、
第
三
に
封
じ
込
め
が
不
可
能
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
犠
牲

〈
伺
)

を
掛
っ
て
も
贋
西
涯
は
連
共
反
格
付
の
策
を
と
り
、
共
産
黛
と
共
に
園
家
建
設
に
あ
た
る
こ
と
、
と
い
う
明
快
な
も
の
で
あ
っ
た
。

中
共
側
は
、
闘
民
撲
に
封
す
る
姿
勢
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
考
慮
し
て
い
た
。
背
後
で
質
権
を
掌
握
し
て
い
る
蒋
介
石
は
和
卒
協
定
を
受



け
入
れ
な
い
。
そ
こ
で
交
渉
相
手
を
李
宗
仁
に
限
り
、
園
民
黛
内
で
の
影
響
力
が
大
き
い
李
宗
仁
(
代
理
総
統
)
、

任
(
監
察
院
長
〉
、
居
正
(
司
法
院
長
〉
、
童
冠
賢
(
立
法
院
長
〉
の
五
人
に
北
卒
で
協
定
署
名
を
さ
せ
、
園
民
薫
内
部
の
分
裂
を
は
か
る
。
そ
し
て

贋
西
涯

E
頭
の
一
入
賞
紹
怯
は
封
李
宗
仁
工
作
に
有
利
、
屈
武
は
子
右
任
の
娘
婿
で
園
民
黛
元
老
涯
の
説
得
に
適
役
、
よ
っ
て
責
と
屈
は
南
京

(

的

〉

へ
の
連
絡
役
と
し
て
適
任
で
あ
っ
た
。
園
民
黛
首
脳
部
も
中
共
の
統
戦
工
作
の
封
象
と
な
っ
て
お
り
、
共
産
黛
の
政
治
的
な
配
慮
は
重
層
的
で

何
鷹
欽
ハ
行
政
院
長
〉
、

子
右

あ
っ
た
。

た
が
李
宗
仁
は
臨
時
し
た
。
結
局
、
蒋
介
石
の
意
志
を
汲
ん
だ
園
民
黛
中
常
舎
と
中
央
政
治
舎
議
は
、

諾
担
否
の
決
定
を
下
し
た
。

南
京
に
掃
っ
た
黄
紹
拡
と
屈
武
は
「
圏
内
和
卒
協
定
」
を
示
し
、
交
渉
経
過
に
つ
い
て
報
告
を
行
な
っ
た
。
白
山
由市
躍
は
締
結
に
強
く
反
劃
し

四
月
一
九
日
、
ニ

O
日
の
協
議
で
、
受

李
宗
仁
・
何
麿
欽
の
返
電
は
二
一
日
早
朝
、
北
卒
の
代
表
固
に
届
い
た
。
電
文
の
要
黙
は
、
①
中
共
の
協
定
の
基
本
精
神
は
不
卒
等
、
不
合

理
で
、
和
卒
交
渉
の
態
度
で
は
な
く
、
政
府
は
受
諾
で
き
な
い
。
②
中
共
は
人
民
の
利
盆
に
基
づ
い
て
再
考
慮
し
、
ま
ず
停
戦
、
そ
の
後
和
卒

交
渉
の
耀
績
と
す
べ
き
で
あ
る
。
中
共
の
「
協
定
」
は
征
服
者
が
被
征
服
者
に
射
す
る
態
度
で
あ
り
、
二

O
日
を
期
限
と
し
て
受
諾
を
求
め
る

(

初

〉

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
和
卒
交
渉
は
決
裂
し
、
た
だ
ち
に
人
民
解
放
軍
に
よ
る
長
江
一
帯
に
わ
た
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の
は
最
後
通
牒
と
同
じ
で
あ
る
、

る
大
規
模
な
渡
河
攻
撃
作
戦
が
開
始
さ
れ
た
。

北
卒
に
残
っ
た
南
京
政
府
代
表
圏
に
と
っ
て
は
、
そ
の
後
の
身
の
振
り
方
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
交
渉
決
裂
嘗
日
の
深
夜
、
代
表
圏
を

慰
第
し
、
専
用
機
で
南
京
へ
掃
還
す
る
よ
う
促
す
李
宗
仁
と
何
鷹
欽
の
電
報
が
届
け
ら
れ
た
。
南
京
に
鯖
る
か
、
北
卒
に
留
ま
る
か
。
代
表
圏

が
苦
慮
し
た
問
題
で
あ
?
た
。

余
湛
邦
に
よ
れ
ば
代
表
た
ち
の
態
度
は
衣
の
三
つ
と
な
っ
た
。
第
一
は
、
北
卒
に
留
ま
り
朕
況
に
鷹
じ
て
和
卒
交
渉
を
縫
績
す
る
。
こ
れ
は

大
多
数
の
主
張
で
あ
り
、
部
力
子
と
章
土
剣
も
す
で
に
そ
う
決
意
し
て
い
た
。
第
二
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
か
ら
、
南
京
、
新
彊
、
そ
の
他
の

地
に
掃
る
と
い
う
案
で
あ
っ
た
。
第
三
は
、
首
席
代
表
張
治
中
の
意
見
で
、
和
卒
交
渉
が
決
裂
し
た
か
ら
に
は
政
府
涯
遣
の
代
表
圏
は
(
少
な

591 
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〈

冗

〉

く
と
も
首
席
代
表
は
)
復
命
し
に
戻
る
べ
き
だ
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
。

二
四
日
、
南
京
か
ら
専
用
機
が
到
着
し
た
。

だ
が
、
そ
の
と
き
す
で
に
周
恩
来
の
粘
り
強
い
説
得
、
中
共
の
援
護
に
よ
る
家
族
の
北
卒
到
着

な
ど
が
あ
り
、
張
治
中
も
残
留
を
決
め
て
い
た
。
よ
っ
て
何
雁
欽
へ
の
返
書
で
は
、
任
務
が
未
達
成
で
あ
る
こ
と
、
共
産
黛
の
慰
留
を
受
け
た

(η
〉

こ
と
、
あ
く
ま
で
暫
時
の
北
卒
逗
留
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
た
。
代
表
圏
は
全
員
北
卒
に
留
ま
り
、
専
用
機
で
蹄
還
し
た
も
の
は
一
人
も
な
か

司
た
。
こ
の
後
、
南
京
に

い
た
黄
紹
拡
は
上
海

・
香
港
経
由
で
北
卒
に
戻
っ
た
。
屈
武
は
新
彊
の
蜂
起
を
援
助
す
ベ
く
暫
く
新
彊
に
開
る
こ
と

に
し
た
。
南
京
政
府
は
、
二
七
日
午
後
の
行
政
院
合
議
で
、
政
府
和
卒
代
表
圏
の
解
消
を
決
定
し、

そ
の
旨
を
宣
言
し
た。

(

河

〉

名
穏
を
「
悪
用
」
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
鹿
置
で
あ
っ
た
。

「
政
府
代
表
」
の

~ 
J、
章
土
剣
の

「統
一
戦
線
工
作
」

人
民
解
放
軍
の
長
江
渡
河
後
、

五
月
二

O
日
ま
で
に
南
京
、
武
漢
、
上
海
、

西
安
、
検
林
、
太
原
、
大
同
、

青
島
、
杭
州
、

蘇
州
、
九
江
、
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南
昌
の
各
都
市
が
相
つ
い
で
陥
落
し
た
。
李
宗
仁
は
一
旦
娃
林
に
逃
れ
、

ま
も
な
く
贋
州
に
移
司
た
。

五
月
一
八
日
、

章
士
制
は
部
力
子
と
連
名
で
李
宗
仁
宛
て
の
長
大
な
書
簡
を
書
き
、
中
共
は
大
い
に
譲
歩
し
た
が
園
民
蕪
が
講
和
を
痘
ん
だ

と
国
民
業
側
の
非
を
指
摘
し
、

女
の
よ
う
に
述
べ
た
。

主
戦
分
子
に
つ
い
て
は
、
鎮
座
す
る
の
で
あ
れ
、

「
中
共
の
今
回
の
和
卒
論
は
完
全
に
公
(
李
宗
仁
)
を
劉
象
と

し
た
も
の
で
あ

った。

招
致
す
る
の
で
あ
れ
、

公
の
力
を
借
り
て
こ
そ
貫
施
で
き
た
の
だ
。
」
だ
が
「
公
は
私
共
の

意
見
を
採
用
せ
ず
、

主
戦
分
子
の
脅
迫
と
誘
惑
に
負
け
て
翻
然
と
康
州
に
赴
い
た
」
と
李
宗
仁
の
慶
州
行
き
を
痛
罵
し
、
中
共
は
新
民
主
主
義

を
掲
げ
て
連
合
政
府
を
樹
立
し
、
各
議
涯
と
討
論
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
章
は
五
月
二

O
日
に
も
、
張
治
中
ら
代

(

冗

)

表
五
人
の
連
名
で
李
宗
仁
に
書
簡
を
出
し
、
上
海
方
面
で
の
戦
闘
を
中
止
し
、
速
や
か
に
園
家
の
和
卒
統
一
に
協
力
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

嘗
時
章
士
剣
が
従
事
し
て

い
た
活
動
は
ま
さ
に
「
統
一
戦
線
工
作
」
で
あ
り
、

園
民
業
関
係
者
を
説
得
し
大
陸
に
引
き
戻
す
任
務
で
あ
っ

た
。
そ
の
手
は
じ
め
が
李
宗
仁
の
説
得
で
あ
っ
た
。
李
の
障
問
園
は
一
四
年
後
に
よ
う
や
く
賓
現
し
た
。

一
九
六
五
年
七
月
二

O
日、

-章
土
剣
を



(

苅

〉

始
め
、
部
力
子
、
黄
紹
拡
、
李
蒸
、
直
郁
文
、
屈
武
ら
前
南
京
政
府
代
表
圏
が
北
京
空
港
に
李
宗
仁
を
出
迎
え
、
再
舎
を
果
た
し
た
。

次
に
章
土
剣
は
程
潜
(
湖
南
省
主
席
〉
お
よ
び
陳
明
仁
(
湖
南
省
政
府
委
員
、
第
一
兵
圏
司
A
畠
る
に
働
き
か
け
た
。
一
九
四
九
年
六
月
上
旬
、
毛

調
停
東
・
周
思
来
の
依
頼
を
受
け
た
章
士
剣
は
、
劉
斐
と
と
も
に
香
港
に
赴
き
、
長
沙
の
程
潜
に
書
簡
を
迭
っ
た
。
程
潜
が
湖
南
省
で
園
民
政
府

に
反
旗
を
翻
し
、
湖
南
省
を
和
卒
解
放
す
る
よ
う
に
勧
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
章
は
と
く
に
陳
明
仁
に
劃
し
、
第
一
兵
圏
司
令
と
し
て
の
過
去

の
戦
闘
は
帳
消
し
に
す
る
と
い
う
毛
津
東
の
意
向
も
停
え
た
。
毛
津
東
自
ら
も
程
潜
に
密
電
で
「
蜂
起
」
歓
迎
の
旨
を
訴
え
た
。
程
潜
は
同
年

(
刊
山
)

八
月
、
陳
明
仁
と
と
も
に
園
民
薫
を
離
脱
し
た
。

毛
津
東
の
要
請
に
よ
る
程
潜
・
陳
明
仁
の
獲
得
工
作
に
南
京
政
府
和
卒
交
渉
代
表
の
二
人
が
従
事
し
た
こ
と
は
、
共
産
黛
に
と
っ
て
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
た
。
「
程
潜
将
軍
蜂
起
」
の
ニ
ュ
ー
ス
は
新
聞
紙
上
で
も
大
い
に
報
道
さ
れ
、
新
華
社
は
和
卒
代
表
圏
が
中
共
起
草
の
「
園

(

作

)

内
和
卒
協
定
」
を
受
け
入
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
湖
南
の
和
卒
解
放
を
位
置
づ
け
る
論
評
を
護
表
し
た
。
多
く
の
都
市
は
天
津
方
式
の
武
力
解

放
と
な
っ
た
が
、
湖
南
省
の
場
合
は
「
圏
内
和
卒
協
定
」
を
局
部
的
に
適
用
し
た
和
卒
解
放
の
事
例
と
し
て
ひ
と
つ
の
模
範
と
な
っ
た
。
嘗
時

長
江
以
南
の
園
民
黛
各
部
隊
の
将
校
た
ち
に
よ
る
封
園
民
黛
「
蜂
起
」
が
増
加
し
て
い
た
。
同
じ
く
南
京
政
府
代
表
で
あ
?
た
寅
紹
紘
は
劉
斐
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と
と
も
に
、
香
港
に
脱
出
し
た
園
民
黛
の
軍
政
闘
係
の
有
力
者
四
二
人
を
結
集
し
「
蜂
起
」
し
た
。
彼
ら
の
九
月
の
聾
明
で
は
園
民
議
陸
海
空

(
叩
悶
〉

軍
の
全
勝
校
兵
士
に
封
し
「
程
潜
・
陳
明
仁
雨
将
軍
の
義
奉
」
に
倣
う
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。

章
土
剖
に
は
香
港
に
脱
出
し
た
杜
月
筆
を
説
得
す
る
と
い
う
任
務
も
あ
っ
た
。
杜
月
笠
の
俸
記
作
者
は
大
略
衣
の
よ
う
に
香
港
に
お
け
る
章

士
制
の
朕
況
を
記
述
し
て
い
る
。

章
士
剣
は
杜
月
笠
宅
で
し
ば
し
ば
園
民
薫
要
人
と
同
席
し
た
。
た
と
え
ば
呉
開
先
(
閣
民
黛
中
央
執
行
委
員
)
は
、
杜
に
大
陸
復
簡
を
動
め
る

章
士
剣
に
劃
し
、
自
分
は
二

0
年
間
共
産
薫
と
戦
い
、
そ
の
や
り
口
は
よ
く
知
っ
て
い
る
と
し
、
共
産
業
は
今
の
と
こ
ろ
業
外
人
士
に
遠
慮
し

て
い
る
が
、
陳
濁
秀
、
張
園
薫
、
塵
秋
白
な
ど
自
ら
の
コ
元
老
」
や
「
領
袖
」
で
さ
え
打
倒
す
る
か
ら
に
は
、
彼
ら
に
随
わ
な
い
同
伴
者
の
黛

章
に
劃
す
る
逆
説
得
を
開
始
し
た
。
嘗
時
共
産
黛
の
監
視
下
に
あ
っ
た
章

593 

外
人
士
も
打
倒
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
と
説
く
。

や
が
て
社
は
、
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に
、
杜
は
蓋
潤
か
そ
の
他
の
地
へ
の
逃
亡
を
勤
め
、

-
章
土
剣
の
香
港
滞
在
中
、
毛
津
東
が
北
卒
で
「
人
民
民
主
濁
裁
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
出
し
た
。
一
章
は
こ
れ
に
つ
い
て
疑
念
を
抱
き
、
杜
宅
で

王
新
衡
(
モ
ス
ク
ワ
中
山
大
患
一

a

に
留
闇
宇
、
軍
統
に
「脇
し
、
首
時
香
港
で
園
民
黛
南
方
執
行
部
簿
備
委
員
)
と
同
席
し
た
さ
い
、

つ
い
に
章
は
杜
の
熱
心
な
説
得
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
司
た
。

「
民
主
」

と
「
濁
裁
」
と

は
雨
極
端
の
も
の
だ
が
毛
津
東
は
こ
れ
を
一
緒
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
。

王
新
衡
は
こ
れ
に
到
し
、
共
産
禁
が
提
唱
し
て
い
る
の
は
レ
l
ニ
ン

の
基
本
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
英
米
と
は
異
な
り
、
共
産
黛
の
場
合
は
「
民
主
」
と
「
猫
裁
」
は
一
つ
に
な
る
。
口
で
は
「
民
主
」
を
い
う

が
、
な
す
こ
と
は
す
べ
て
「
濁
裁
」
で
あ
る
、
と
の
見
解
を
語
っ
た
。
緩
い
て
杜
月
笠
が
ソ
連
に
傾
倒
す
る
よ
り
英
閣
に
傾
倒
す
る
ほ
う
が
よ

い
と
し
、
章
に
こ
の
ま
ま
香
港
に
住
む
よ
う
に
勘
め
た
。
-
章
士
剣
が
杜
月
笠
の
説
得
に
迷
い
出
す
と
、
章
を
監
視
す
る
共
産
議
特
務
が
疑
念
を

〈

乃

〉

抱
き
始
め
、
あ
る
日
、
章
が
一
人
自
宅
に
い
る
と
き
を
見
は
か
ら
い
、
大
陸
へ
連
れ
去
っ
た
と
い
う
。

杜
月
笠
の
俸
記
作
者
が
語
る
香
港
で
の
章
土
剣
の
活
動
に
劃
す
る
評
債
は
一
面
的
で
は
あ
る
が
、
相
躍
の
異
質
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。
少
な
く
と
も
章
士
剣
に
は
「
人
民
民
主
濁
裁
」
に
劃
す
る
疑
念
が
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
章
士
剣
を

も
含
め
た
非
共
産
黛
の
知
識
人
は
あ
く
ま
で
も
統
一
戦
線
工
作
の
封
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
四
九
年
九
月
、
中
園
人
民
政
治
協
商
舎
議
開
催
の
直
前
に
章
士
剣
は
北
卒
に
蹄
り
、
第
一
回
中
園
人
民
政
治
協
一
商
舎
議
に
参
加
し
た
。

こ
の
舎
議
に
は
南
京
政
府
和
卒
代
表
の
全
員
が
参
加
し
て
い
た
。

む
す
び
に
か
え
て

共
産
禁
が
和
卒
空
渉
に
求
め
た
も
の
は
、
李
宗
仁
・
白
山
宗
躍
ら
園
民
蕪
慶
西
涯
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
北
卒
方
式
に
よ
っ
て
江
南

各
地
の
和
卒
解
放
を
寅
施
す
る
作
戦
で
あ
っ
た
。
程
潜
ら
園
民
業
湖
南
涯
の
獲
得
に
よ
っ
て
湖
南
和
卒
解
放
に
成
功
し
た
よ
う
に
、
李
宗
仁
を

第
二
の
侍
作
義
に
す
る
こ
と
で
南
京
の
和
卒
解
放
を
貫
現
し
、
や
が
て
武
漢
、
上
海
な
ど
局
部
的
な
和
卒
解
放
を
達
成
し
て
ゆ
く
こ
と
、

り
戦
力
の
喪
失
を
避
け
つ
つ
全
園
支
配
を
達
成
す
る
と
い
う
の
が
共
産
黛
の
狙
い
だ
っ
た
。
共
産
黛
に
と
っ
て
和
卒
交
渉
と
は
統
一
戦
線
工
作

つ
ま



の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
政
府
の
代
表
圏
人
選
で
は
中
共
の
承
認
可
能
な
人
材
が
選
ば
れ
、
ま
た
中
共
か
ら
代
表
就
任
を
亜
否
さ
れ
る
例

が
あ
っ
た
な
ど
、
そ
も
そ
も
張
治
中
ら
代
表
圏
自
瞳
が
中
共
の
統
戦
工
作
の
割
象
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

園
民
黛
贋
西
涯
に
と
っ
て
は
、
和
卒
交
渉
に
成
功
す
れ
ば
、
長
江
以
南
を
支
配
領
域
と
し
て
割
援
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
共
産
篤
と

の
合
作
に
よ
り
蒋
介
石
涯
を
軍
事
的
に
排
除
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
見
込
ん
で
い
た
。
だ
が
庚
西
涯
は
、
園
民
黛
全
韓
を
支
配
す
る
に
は
い
た

ら
ず
、
議
内
分
裂
を
引
き
起
こ
し
て
ま
で
和
卒
交
渉
を
完
遂
す
る
剣
断
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
蒋
介
石
の
最
終
決
定
に
よ
り
和
卒
交
渉
は
決
裂
し

た
章
士
剣
に
と
っ
て
和
卒
交
渉
代
表
と
な
る
こ
と
は
自
己
の
政
治
理
念
寅
現
の
好
機
舎
で
あ
っ
た
。

園
民
業
は
政
治
協
商
舎
議
路
線
か
ら
国
民
大
舎
路
線
へ
と
路
線
を
襲
換
し
、
「
政
協
決
議
」
を
否
定
し
た
。
園
民
黛
の
濁
裁
強
化
を
狙
う
こ

の
輔
換
は
、
い
わ
ば
頭
数
を
数
え
る
代
わ
り
に
頭
を
叩
き
割
る
方
針
へ
の
轄
換
で
あ
ア
た
。
だ
が
や
が
て
戦
局
の
極
端
な
悪
化
に
よ
っ
て
和
卒

空
渉
へ
の
政
策
轄
換
を
絵
儀
な
く
さ
れ
た
。
章
士
剣
に
は
、
限
定
的
な
が
ら
、
再
び
頭
数
を
敷
加え
る
方
針
へ
の
復
師
、
す
な
わ
ち
政
治
協
商
舎

議
路
線
の
復
活
で
あ
っ
た
と
見
え
た
で
あ
ろ
う
。
和
卒
安
渉
に
臨
む
章
土
剣
に
と
っ
て
は
、
南
京
政
府
の
存
績
で
は
な
く
、
大
同
国
結
に
よ
る

新
園
家
の
建
設
こ
そ
が
自
ら
の
任
務
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
章
土
剣
が
南
京
政
府
の
代
表
と
し
て
和
卒
交
渉
に
参
加
し
た
理
由
で
あ
る
。
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一
方
、
共
産
黛
の
政
権
構
想
に
も
二
つ
の
流
れ
が
存
在
し
て
い
た
。

ひ
と
つ
は
連
合
政
府
論
(
一
九
四
五
年
四
月
〉
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

人
民
民
主
濁
裁
論
(
一
九
四
九
年
七
月
〉
で
あ
る
。

連
合
政
府
論
は
、

(

ω

)

 

「
隻
十
協
定
」
、
「
政
協
決
議
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
人
民
民
主
濁
裁
論
は
、
社
舎
主
義
建
設
に
先
立
ち
、
鉱
労
働
者
階
級
の
指
導
下
で
の
統

一
戦
線
に
よ
る
政
権
樹
立
を
目
指
す
方
法
で
、
そ
の
構
想
は
「
中
園
人
民
政
治
協
一
商
舎
議
共
同
綱
領
」

一
黛
濁
裁
を
否
定
す
る
複
数
政
黛
の
連
合
政
権
構
想
で
、

そ
の
精
神
は

(
一
九
四
九
年
九
月
〉
に
貫
徹
さ
れ
て
お

〈

m臥
)

り
、
や
が
て
一
九
五

0
年
代
半
ば
に
は
、
拙
労
働
者
階
紐
の
濁
裁
が
共
産
黛
の
濁
裁
と
等
質
観
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

軍
事
的
勝
利
が
明
白
に
な
っ
た
和
卒
交
渉
嘗
時
の
共
産
業
の
政
権
構
想
は
、
国
民
黛

・
民
主
諸
常
時
涯
と
の
協
力
に
よ
る
連
合
政
府
論
で
は
な

「
共
産
黛
の
指
導
と
人
民
濁
裁
の
園
家
権
力
」
を
園
家
建
設
の
僚
件
と
す
る
人
民
民
主
濁
裁
論
へ
の
轄
換
途
上
に
あ
っ
た
。
嘗
時
の
中
共
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く
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の
構
想
は
議
内
で
も
完
全
に
理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
非
黛
員
で
議
舎
主
義
政
治
の
枠
組
で
護
想
す
る
章
士
剣
の
場
合
、
共

産
禁
の
構
想
(
人
民
民
主
濁
裁
論
)
を
連
合
政
府
論
(
政
治
協
一
商
曾
議
路
線
〉
と
し
て
理
解
す
る
徐
地
は
充
分
に
あ
っ
た
。

二
月
に
上
海
代
表
と
し
て
北
上
し
た
章
士
制
は
石
家
荘
で
毛
津
東
と
舎
見
し
た
が
、
そ
の
さ
い
中
共
側
の
要
望
と
し
て
、
迅
速
に
新
政
協
を

召
集
し
民
主
連
合
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
、
南
京
政
府
は
新
政
協
お
よ
び
連
合
政
府
の
人
選
に
参
加
し
中
共
ハ
民
主
人
士
を
含
む
)
と
南
京
政
府

(
位
)

が
こ
れ
を
協
議
決
定
す
る
こ
と
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
和
卒
交
渉
で
提
示
さ
れ
た
「
圏
内
和
卒
協
定
」
第
八
僚
も
同
趣
旨
の
内
容
で

あ
っ
た
。
章
士
制
は
中
共
の
政
策
を
、
持
論
の
議
舎
主
義
的
政
治
論
と
符
合
し
た
、
各
政
治
議
涯
の
合
議
に
よ
る
園
家
建
設
の
再
履
行
、
つ
ま

り
政
治
協
一
商
曾
議

・
憲
法
制
定
・
議
員
選
奉
・
政
府
護
足
と
い
う
計
重
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
こ
れ
が
和
卒
交
渉
の
成
否
に
つ
い
て
政
府
代
表

の
う
ち
た
だ
章
士
創
の
み
が
始
終
楽
観
的
だ
司
た
理
由
で
あ
っ
た
。

き
た
る
中
国
人
民
政
治
協
商
舎
議
を
目
前
に
し
て
章
一
土
剣
が
園
民
議
関
係
者
に
劃
す
る
政
協
参
加
(
大
陸
復
腕
〉
の
説
得
に
奔
走
し
て
い
た

さ
い
に
、
毛
津
東
の
人
民
民
主
濁
裁
論
に
接
し
て
困
惑
し
た
こ
と
が
事
寅
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
嘗
時
の
中
共
の
政
権
構
想
を
、
章
自
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身
は
連
合
政
府
論
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

「
第
働
者
階
級
が
(
共
産
業
を
通
じ
て
)
指
導
し
、
第
農
同
盟
を
基
礎

(
部
)

と
し
た
人
民
民
主
濁
裁
」
と
は
「
反
動
涯
の
謹
言
権
を
奪
い
、
人
民
に
だ
け
震
言
権
を
興
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
強
制
努
働
や
思
想
改
造

が
方
法
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
毛
津
東
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、

(
エ
リ
ー
ト
主
義
的
で
保
守
主
義
的
で
は
あ
る
が
〉
多
元
主
義
的
か
つ
自
由

主
義
的
な
政
治
瞳
制
を
目
指
す
章
土
剣
の
政
治
論
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
政
治
論
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
巌
密
に
言
え
ば
、
特
定

政
擦
の
指
導
を
原
則
と
す
る
統
一
戦
線
的
な
多
黛
合
作
で
す
ら
、
三
権
分
立
を
前
提
と
す
る
章
士
剣
の
議
舎
主
義
と
は
異
な
る
思
想
で
あ
る
。

政
治
設
展
の
た
め
に
は
反
針
意
見
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
、

そ
れ
こ
そ
が
章
士
剣
の
政
治
論
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
本
質
で

一
議
濁
裁
と
い
っ
た
領
袖
個
人
に
権
力
が
集
中
す
る
中
園
の
俸
統
的
な
政
治
秩
序
観
と
は
相
容
れ
な
い
思
想
で
あ

一
九
一
四
年
と
一
九
四
六
年
と
い
う
異
な
る
時
期
に
、

J
-
s
・
ミ
ル
『
自
由
論
』
の
同
一
箇
所
を
引
用
し
て
み
せ
た
。
す

あ
る
。
そ
れ
は
皇
帝
専
制
、

る
。
章
士
制
は
、

な
わ
ち
、
保
守
と
革
新
と
い
う
「
こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
方
の
い
ず
れ
も
が
数
用
を
も
っ
て
い
る
所
以
は
、
相
手
方
に
依
陥
が
存
在
し
て
い
る
た



し
か
し
ま
た
、
二
つ
の
考
え
方
の
い
ず
れ
に
も
、
理
性
を
失
わ
き
せ
ず
常
軌
を
逸
さ
せ
な
い
も
の
は
、
主
と
し
て
相
手
方
の
反

(

似

〉

封
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
。
和
平
安
渉
に
参
加
し
た
章
一
士
制
を
動
機
附
け
て
い
た
の
は
こ
う
い
ア
た
自
由
主
義
的
な
信
念
で
あ
っ
た
。

濁
自
の
組
織
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

・
自
前
の
軍
隊
と
根
接
地
を
も
っ
「
政
蕪
」
同
士
の
敵
封
と
い
う
問
題
は
、
武
力
行
使
を
放
棄
す
れ
ば
、
公

と
章
土
剣
は
楽
観
的
に
捉
え
す
ぎ
た
た
め
に
、
そ
し
て
中
共
側
の
政
擢
構
想
自
躍
が
、
連
合
政
府
論
と

め
で
あ
る
が
、

聞
の
自
由
な
る
討
論
で
解
決
で
き
る
、

人
民
民
主
濁
裁
論
と
い
う
こ
面
性
を
も
ち
、
そ
れ
が
渡
江
攻
撃
直
前
の
「
和
卒
交
渉
」
の
席
上
、
朕
況
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
も
っ
て
描
か
れ
た

た
め
に
、
-4

早
士
制
は
中
共
の
不
透
明
な
論
理
を
誤
讃
し
た
。
だ
が
中
共
盟
制
下
で
議
曾
政
治
は
貫
現
困
難
で
あ
る
こ
と
も
譲
想
さ
れ
て
い
た
。

共
産
業
の
主
張
す
る
「
連
合
政
府
」
の
構
想
が
す
で
に
二
段
階
革
命
を
踏
ま
え
た
人
民
民
主
濁
裁
論
の
文
脈
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
倍
っ
た
と
き
、
す
で
に
統
戟
工
作
に
従
事
し
て
い
た
章
士
制
の
現
貫
主
義
的
な
翻
貼
か
ら
は
、
自
己
の
理
念
の
譲
歩
後
退
と
引
き
替
え
に
、

中
共
の
優
遇
が
保
寵
さ
れ
て
い
る
大
陸

へ
戻
る
こ
と
が
最
善
の
選
揮
肢
で
あ
っ
た
。
人
民
共
和
園
建
園
後
は
毛
津
東
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
、

そ
の
後
の
政
治
の
季
節
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
最
早
民
初
の
政
治
思
想
を
表
明
す
る
こ
と
は
な
く
沈
黙
を
守
り
績
け
た
。

一
九
七
三
年
五
月
二
五
日
、

章
士
剣
(
九
二
歳
)
は
香
港
唇
徳
空
港
に
降
り
立
っ
た
。
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こ
れ
が
香
港
に
飛
来
し
た
中
華
人
民
共
和
園
の
最
初

の
飛
行
機
と
な
司
た
。
章
の
目
的
は
香
港
在
住
の
親
族
の
訪
問
で
あ
っ
た
が
、
前
南
京
政
府
代
表
の
章
士
制
が
、
毛
調
停
東
・
周
思
来
の
援
助
を

受
け
、
専
用
機
で
香
港
を
訪
れ
た
こ
と
自
瞳
が
、
蓋
潤
に
劃
す
る
和
卒
交
渉
の
信
競
と
な
っ
た
。
章
土
剣
は
「
蓋
湾
と
の
和
卒
交
渉
の
使
命
を

(

肘

∞

)

帯
び
て
い
る
」
と
香
港
の
各
紙
が
論
評
し
た
。
南
京
政
府
代
表
と
い
う
章
土
剣
の
経
歴
が
波
紋
を
投
じ
た
一
例
で
あ
る
。
同
年
七
月
章
は
香
港

で
客
死
し
た
。
郭
沫
若
は
「
-
章
土
剣
先
生
は
園
家
統
一
の
大
業
の
た
め
に
、
総
司
苦
を
い
と
わ
ず
、
全
力
を
壷
く
さ
れ
た
。
ま
た
、
終
始
蓋
潤
省

(
臥
山
〉

の
解
放
に
関
心
を
も
ち
、
租
園
統
一
の
早
期
質
現
を
心
か
ら
待
ち
望
ん
で
お
ら
れ
た
」
と
弔
鮮
を
述
べ
た
。

章
土
剣
は
政
協
路
線
の
貫
現
を
求
め
て
和
卒
交
渉
に
参
加
し
た
が
、
交
渉
決
裂
と
中
共
軍
の
江
南
進
攻
が
そ
の
質
現
を
不
可
能
に
し
て
し
ま

っ
た
。
章
の
統
戦
工
作
参
加
は
、
中
共
指
導
下
で
の
新
政
協
を
園
家
建
設
の
基
盤
と
す
る
次
善
の
選
揮
で
あ
っ
た
。
や
が
て
人
民
民
主
濁
裁
論

の
登
場
が
一
章
の
政
治
的
理
念
を
さ
ら
に
後
退
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
も
圏
内
外
の
統
戦
工
作
の
象
徴
的
存
在
で
あ
り
績
け
た
。
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註
(

1

)

章
土
剣
(
し
よ
う
し
し
よ
う
、

N
E口
問

ω
E
N
E
C、
一
八
八
一
f
l

一
九
七
三
年
〉
は
、
湖
南
省
長
沙
の
出
身
。
青
年
時
代
に
は
筆
輿
曾
倉

員
。
英
図
留
獲
を
経
て
辛
亥
革
命
後
は
『
民
立
報
』
主
筆
。
実
世
凱
反

針
運
動
に
参
加
し
日
本
に
亡
命
。
蹄
園
後
は
北
京
大
泉
数
授
と
な
り
、

一
九
一
九
年
の
南
北
和
卒
曾
議
に
庚
東
政
府
代
表
と
し
て
出
席
。
の
ち

段
棋
瑞
政
府
の
司
法
総
長
、
数
育
総
長
に
就
任
。
抗
日
戦
中
は
繋
察
政

務
委
員
禽
法
制
委
員
、
園
民
参
政
舎
参
政
員
、
戦
後
は
園
民
大
曾
代

表
、
中
園
人
民
政
治
協
商
禽
議
代
表
な
ど
に
就
い
た
。
そ
の
多
彩
な
経

歴
か
ら
庚
い
人
脈
を
持
ち
、
章
嫡
麟

・
察
元
培
・
黄
輿

・
孫
文

・
案
世

凱
・
梁
啓
超
・
李
大
剣

・
陳
濁
秀
・
段
族
瑞

・
魯
迅
・
社
月
笠

・
蒋
介

石
・
毛
湾
東
な
ど
中
園
史
上
額
著
な
人
物
と
直
接
の
か
か
わ
り
を
も

っ
。
一
軍
の
停
記
的
記
述
と
し
て
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
白
吉
庵
「
一
軍
土
剣
」

(
『
民
園
人
物
俸
』
第
四
巻
、
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
三
月
〉
、
奥
相

湘
「
章
土
剣
但
『
新
沓
調
和
論
』
」
(
奥
相
湘
『
民
園
百
人
停
』
(
三
〉
、

停
記
文
民
平
出
版
社
、
一
九
八
二
年
一

O
月
〉
を
参
照
。
ま
た
章
の
人
物

像
に
包
括
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
輿
え
る
論
考
と
し
て
、
高
田
淳
「
一
章
士
剣

に
つ
い
て
」
(
『
思
想
』
五
八
九
腕
、
一
九
七
三
年
。
の
ち
コ
軍
用
麟

・

一
章
土
剣
・
魯
迅
』
龍
渓
書
合
、
一
九
七
四
年
、
所
牧
)
が
あ
る
。

(
2
〉
嘗
時
の
園
民
黛
の
政
権
構
想
を
園
民
大
曾
路
線
・
政
治
協
商
曾
議
路

線
と
概
念
化
し
論
設
し
た
、
山
田
辰
雄
「
卒
和
と
民
主
主
義
の
段
階
に

お
け
る
中
園
園
民
驚
の
戦
後
政
権
構
想
」
(
『
石
川
忠
雄
教
授
還
暦
記

念
論
文
集
|
現
代
中
園
と
世
界
ー
そ
の
政
治
的
展
開
』
慶
路
通
信
、
一

九
八
二
年
、
所
牧
〉
に
多
く
を
教
え
ら
れ
た
。

(
3
〉
庚
西
波
の
旭
国
頭
と
蒋
介
石
に
削
到
す
る
黛
内
闘
争
に
つ
い
て
は
、
莫
済

傑
・
陳
一
繭
森
主
編
『
新
桂
系
史
』
第
三
巻
、
庚
西
人
民
出
版
社
、

九
五
年
八
月
、
第
四
章
を
参
照
。

(
4
〉
「
総
統
設
表
元
旦
文
告
和
戟
関
鍵
繋
於
共
常
時
」
『
申
報
』
一
九
四

九
年
一
月
一
日
。

(

5

)

「
中
園
共
産
蕪
中
央
委
員
曾
毛
津
東
主
席
設
表
閥
於
時
局
的
整

明
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
一
月
一
五
日
。

(

6

)

「
総
統
毅
然
宣
布
引
退
職
権
交
副
総
統
代
行
」
『
申
報
』
一
九
四

九
年
一
月
一
一
一
一
目
。
李
宗
仁
の
楼
限
に
関
す
る
李
と
蒋
介
石
と
の
角
逐

に
つ
い
て
は
、
李
宗
仁
『
李
宗
仁
田
憶
録
』
庚
西
人
民
出
版
社
、
一
九

八
O
年
一
一
月
、
九
二
二
頁
、
を
参
照
。

(

7

)

李
宗
仁
、
前
掲
、
九
三

O
頁。

〈
8
)

「
京
混
雨
和
卒
代
表
園
明
日
分
自
青
沼
飛
卒
」
『
申
報
』
一
九
四

九
年
二
月
五
日
。
「
留
卒
五
日
数
昭
葉
剣
英
等
京
代
表
園
返
抵
首

都
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
二
月
一
一
一
日
。
「
以
私
人
資
格
来
卒
一
両
一
談

園
是
南
京
人
民
代
表
園
間
賂
南
返
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
二

月
二
二
日
。

(
9
〉
「
李
大
総
統
波
甘
介
侯
来
沼
港
主
和
人
士
入
京
」
『
申
報
』
一
九

四
九
年
一
月
二
三
目
。

「甘
介
侯
自
京
抵
渇
遂
孫
夫
人
等
菅
京
」

『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
月
二
四
日
。
「
李
代
総
統
昨
致
電
滋
顧
孟

徐
等
E
日
京
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
月
二
五
日
。

(
印
〉
「
部
力
子
張
治
中
聯
扶
由
京
抵
温
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
月

二
五
日
。

〈
日
)
「
部
力
子
張
治
中

二
六
日
。

九

-158ー

在
溶
接
鰯
頻
繁
」

『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
月
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(
ロ
〉
陳
志
遼
主
編
『
中
園
民
主
黛
波
史
』
天
津
大
皐
出
版
社
、

年
九
月
、
二
一
八
|
一
二
九
頁
、
二
二
七

i
二
二
八
頁
。

(
日
)
「
李
済
深
等
五
十
五
人
褒
表
時
局
襲
明
支
持
毛
調
停
東
八
項
傑

件
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
月
二
四
目
。

(

M

)

「
李
代
線
統
一
度
夜
沼
訪
孫
夫
人
及
何
態
欽
後
乗
飛
行
機
返
京
」

『
申
報
』
一

九
四
九
年
二
月
一
日
。

(
同
日
)
「
京
沼
爾
和
卒
代
表
圏
明
日
分
自
青
沼
飛
卒
」
『
申
報
』
一
九
四

九
年
二
月
五
日
。

(
日
)
「
上
海
代
表
圏
人
選
決
定
任
務
篤
和
談
敵
門
」
『
申
報
』
一
九
四

九
年
二
月
六
日
。

(
臼
〉
「
顔
恵
慶
等
赴
手
商
談
問
題
中
共
昨
有
正
式
答
覆
」
『
申
報
』
一

九
四
九
年
二
月
八
日
。
「
中
共
電
塞
庚
播
原
文
」
『
・
申
報
』
一
九
四
九

年
二
月
八
日
。
中
共
の
甘
介
侯
痘
否
の
理
由
は
「
中
共
設
言
人
間
宮
明

和
卒
談
創
刊
準
備
工
作
向
未
倣
好
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
二
月
九

日
を
参
照
。

(
四
)
代
表
に
な
っ
た
顔
恵
慶
(
一
八
七
七
|
一
九
五

O
年
)
は
、
ア
メ
リ

カ
留
皐
の
経
験
を
も
っ
上
海
出
身
の
外
交
官
で
、
北
洋
政
府
の
外
交
部

次
長
、
総
長
、
内
務
部
総
長
な
ど
を
歴
任
、
段
族
瑞
失
脚
後
の
一
九
二

六
年
に
は
園
務
総
理
と
し
て
、
大
総
統
の
職
権
を
代
行
し
た
。
南
京
政

府
成
立
後
は
、
駐
英
、
駐
ソ
大
使
、
園
際
連
盟
大
曾
出
席
の
首
席
代
表

と
な
り
、
抗
日
戦
争
開
始
後
は
、
園
民
参
政
舎
参
政
員
、
閣
民
政
府
委

員
、
立
法
院
立
法
委
員
を
務
め
た
。
ま
た
江
庸
(
一
八
七
七
l
一
九
六

O
年
〉
は
、
一
繭
建
省
長
汀
の
出
身
、
早
稲
田
大
皐
卒
業
後
、
京
師
法
政

専
門
拳
校
校
長
、
京
師
高
等
審
剣
鹿
臆
長
な
ど
を
へ
て
一
九
一
七
年
に

は
司
法
総
長
と
な
り
、
そ
の
後
、

修
訂
法
律
館
総
裁
、
北
京
法
政
大
泉
校

一
九
九
三

長
、
朝
陽
大
拳
校
長
、
故
宮
博
物
院
古
物
館
館
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。

(
悶
〉
「
沼
代
表
圏
今
長
飛
卒
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
二
月
九
日
。
張
堕

由
同
「
一
九
四
九
年
園
共
和
談
的
有
闘
史
料
」
『
文
史
資
料
選
斡
』
第
三

二
輯
、
七
二
頁
。
責
啓
漢

ご
九
四
九
年
三
利
談
。
的
回
憶
」
『
文
史

資
料
選
斡
』
第
六
七
輯
、
二
ハ
頁
。

(
却
)
一
章
含
之
「
我
輿
父
親
章
士
剣
」
(
戴
騎
・
鄭
直
淑
・
章
合
之
『
梁
激

浜
、
章
士
剣
輿
毛
津
東
』
香
港
達
慈
出
版
社
、
一
九
八
八
年
一

O
月〉

四
二
頁
。

(
幻
〉
章
士
剣
「
政
治
協
商
曾
議
」
『
申
報
』
一
九
四
五
年
一
一
月
二
五

口
μ

。

(
幻
〉
秩
桐
「
調
和
立
園
論
上
」
『
甲
寅
』
雑
誌
、
第
一
巻
第
四
続
、
一
九

一
四
年
一
一
月
一

O
日
を
参
照
。
草
士
剣
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
民
園
-
初
期
に
お
け
る
章
土
剣
の
議
曾
主
義
政
治
論
」
『
史
境
』

第
一
七
貌
、
一
九
八
八
年
一

O
月
、
を
参
照
。
民
初
の
調
和
論
に
つ
い

て
は
、
丸
山
松
幸
「
民
園
初
年
の
調
和
論
」
『
関
西
大
築
中
園
文
皐
曾

紀
要
』
第
二
説
、
一
九
六
九
年
三
月
、
を
参
照
。

(
お
〉
章
土
剣
「
専
論
穣
言
論
自
由
」
『
申
報
』
一
九
四
六
年
一
月
一
一

ロ
μ

。

(
川
品
)
申
暁
雲
・
李
静
之
『
李
宗
仁
之
一
生
』
河
南
人
民
出
版
社
、

二
年
、
二
九
八
頁
。

〈
お
〉
「
顔
恵
慶
等
五
代
表
赴
卒
行
期
向
未
定
」

二
月
二
日
。

(
お
〉
「
甘
介
侯
奉
命
再
度
来
沼

四
九
年
二
月
三
日
。

(
幻
)
秋
桐
「
図
家
輿
我
」

-159ー

一
九
九

『
申
報
』
一
九
四
九
年

敦
促
頚
恵
慶
等
赴
卒
」

『申
報』

一
九

『
甲
寅
』
雑
誌
、
第
一
巻
第
八
鋭
、

一
九
一

五



600 

年
八
月
一

O
日
、
五
頁
。

(お
〉

秋
桐
「
理
想
之
一
院
制
」
『
甲
寅
』
日
刊
、
一
九
一
七
年
二
月
一
九

日
〈
章
士
剣
『
甲
賀
雑
誌
存
稿
』
上
、
文
海
出
版
枇
版
、
一
九
七
七

年
、
二
ハ
頁
)
。

(勾
)

秋
桐
「
調
和
立
園
論
上
」
前
掲
、
二
八
頁
。

(
ぬ
)
「
顔
恵
慶
等

一
行
抵
青
島
今
日
経
績
飛
赴
北
卒
」
『
申
報
』
一
九

四
九
年
二
月
一
四
日
。
「
頚
態
度
郡
力
子
一
行
自
沼
経
青
飛
抵
北

卒
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
二
月
一
七
日
。
「
李
代
総
統
制
到
監
委

表
示
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
二
月
一
五
日
。
張
墜
宵

「
一
九
四
九
年

園
共
和
談
的
有
闘
史
料
」

『
文
史
資
料
選
輯
』
第
三
二
瞬
、
七
二
頁
。

(
幻
〉
黄
啓
漢
「
一
九
四
九
年
。
和
談
。
的
回
憶
」
前
掲
、
一
六
頁
。

(
M
M
)

張
堕
由
同
「
一
九
四
九
年
図
共
和
談
的
有
闘
史
料
」
前
掲
、
七
三
頁
。

(
お
)
張
箆
胃
、
向
上
、
七
四
|
七
五
頁
。
「
顔
恵
陵
部
カ
子
等
四
氏
抵
石

家
妊
毛
主
席
周
恩
来
将
軍
予
以
接
見
待
作
義
都
賀
珊
同
来
接
沿
公

務
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
二
月
二
六
日
。

(
引
訓
)
貰
麿
漢
三
九
四
九
年
。
和
談
φ

的
回
憶
」
前
掲
、
一
七
頁
。

(
お
)
「
李
済
深
等
一
行
廿
五
人
抵
北
卒
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
二
月

二
七
日
。
張
盟
関
「
一
九
四
九
年
園
共
和
談
的
有
関
史
料
」
前
掲
、
七

五
頁
。

(
お
)
「
顔
恵
庭
在
機
上
告
呉
市
長
輿
他
談
上
海
問
題
」
『
申
報
』
一
九

四
九
年
三
月
三
日
。

「上
海
第
全
圏
精
華
所
在
共
寧
不
致
襲
攻
」

『
申
報
』

一
九
四
九
年
三
月
四
日
。

(
幻
)
「
章
土
剣
談
北
卒
情
形
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
一
一
月
五
日
。

〈
叩
拍
〉
「
京
沼
産
控
制
権
問
題
終
成
和
談
要
題
之
ご
『
申
報
』
一
九
四

九
年
三
月
七
日
。
「
政
府
和
談
代
表
鍾
天
心
僻
職
掌
土
剣
昨
夜
離

京
返
濯
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
三
月
九
日
。

(
鈎
)
「
今
日
立
院
賂
有
質
問
戟
決
定
孫
科
内
閣
命
運
」

四
九
年
三
月
八
日
。

(

ω

)

唐
純
良
主
編
『
中
共
奥
図
民
誕
地
方
貧
カ
汲
関
係
史
』
人
民
出
版

位
、
一
九
九
五
年
二
月
、
二
二
九
頁
。

〈
位
)
「
折
衝
和
卒
代
表
人
選
」

『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
月
二
二
日
。

「
政
院
昨
関
臨
時
政
務
舎
議
推
定
和
談
代
表
幽
」

『
申
報
』
一
九
四

九
年
一
月
一
一
一
一
一
目
。

(
必
)
「
政
府
和
談
代
表
鍾
天
心
僻
職
章
士
剣
昨
夜
隊
京
返
渇
」
『
申

報』

一
九
四
九
年
三
月
九
日
。

(
必
)
「
関
於
南
京
僑
行
政
院
重
新
決
定
波
代
表
向
中
共
進
行
談
剣
問

題
中
共
裂
言
人
設
表
談
話
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
一
月
一
一
六

日
。
園
民
黛
「
C
C
」
系
の
主
要
幹
部
で
あ
る
と
い
う
の
が
共
産
黛
の

彰
昭
賢
参
加
に
反
糾
問
す
る
理
由
で
あ
っ
た
。

〈
州
四
)
「
張
治
中
僻
和
談
代
表
倹
在
蘭
公
畢
終
赴
新
彊
一
行
」

『
申
報
』

一
九
四
九
年
二
月
一
二
目
。
「
李
代
総
統
定
明
晩
庚
播
重
申
政
府
謀

和
決
心
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
二
月
一
一
一
一
日
。

(
日
目
)
「
在
沼
初
歩
接
合
告
段
落
何
院
長
定
今
長
菅
京
」
『
申
報
』
一
九

四
九
年
三
月
一
五
日
。

〈
必
〉
「
新
内
閣
可
能
一
新
耳
目
何
態
欽
奔
走
組
閣
中
司
法
一軍
土
剣
正

副
秘
長
賞
少
谷
侃
畑
聾
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
三
月
一
七
日
。
「
政

院
組
織
法
或
賂
覆
議
新
閣
組
成
可
能
有
待
」

『
申
報
』
一
九
四
九
年

三
月
一
八
日
。

(
幻
〉
「
増
加
和
談
代
表
名
額
今
日
首
次
政
務
曾
可
決
定
」
『
申
報
』
一

九
四
九
年
三
月
二
回
目
。
張
治
中
「
北
卒
和
談
前
的
幾
個
片
断
」
『
文

『
申
報
』

一
九
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史
資
料
選
輯
』
第
一
一
一
一
一
輯
、
四
頁
。

〈
必
)
「
政
府
和
談
代
表
決
定
即
日
摩
行
舎
一
商
討
論
和
談
程
序
問
題
」

『
申
報
』
一
九
四
九
年
三
月
二
五
日
。

(
山
間
)
「
和
談
四
一

-EAT開
始
政
府
代
表
期
前
略
程
」
『
申
報
』

一
九
四

九
年
三
月
二
七
日
。

(
印
〉
向
上
。

(
日
〉
「
政
府
代
表
定
期
飛
卒
準
備
充
足
資
料
不
携
方
案
」
『
申
報
』
一

九
四
九
年
三
月
二
八
日
。

(
臼
〉
「
和
談
代
表
増
一
人
加
推
劉
斐
着
重
軍
事
一
商
一
談
」

『申
報
』
一
九

四
九
年
三
月
三

O
日。

(
臼
)
「
和
卒
代
表
圏
秘
書
慮
人
員

慮
郁
文
等
今
飛
卒
」
『
申
報
』
一
九

四
九
年
三
月
一
一
一
一
日
。
「
中
共
軍
現
有
兵
力
総
数
約
四
百
薦
人
」

『
申
報
』
一
九
四
九
年
一
一
一
月
三
一
目
。

(

M

)

余
湛
邦
「
一
九
四
九
年
圏
共
北
卒
和
談
始
末
記
」
『
文
史
資
料
選

積
』
第
六
七
輯
、
五
三
頁
。
交
渉
に
参
加
し
た
余
湛
邦
の
回
想
録
は
嘗

時
の
政
府
内
部
の
議
論
、
代
表
闘
の
欣
況
を
よ
く
停
え
て
い
る
。
「
始

末
記
」
は
加
筆
訂
正
さ
れ
余
湛
邦
『
張
治
中
興
中
園
共
産
黛
|
張
治
中

機
要
秘
書
回
憶
鋒
』
〈
中
共
中
央
黛
校
出
版
社
、
一
九
九
一
年
一

O

月
〉
、
余
湛
邦
『
張
治
中
|
張
治
中
機
要
秘
書
簡
回
憶
』
(
吉
林
文
史
出

版
社
、
一
九
九
二
年
八
月
〉

に
牧
録
さ
れ
た
。

(
日
山
〉
余
湛
邦
「
一
九
四
九
年
閣
共
北
卒
和
談
始
末
記
」
向
上
、
五
五
頁
。

(
日
山
)
「
政
府
代
表
飛
卒
和
談
之
幕
正
式
掲
開
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年

四
月
二
日
。

(
凹
む
余
湛
邦
「
一
九
四
九
年
図
共
北
卒
和
談
始
末
記
」
前
掲
、
五
六
頁
。

〈
弱
)
余
湛
邦
、
向
上
、
五
七
頁
。

(ω
〉
余
湛
邦
、
同
上
、
五
八
頁
。

(

ω

)

黄
骨
骨
漢
ご
九
四
九
年
。
和
談
。
的
回
憶
」
前
掲
、
二
六
|
一
一
一
一
一

頁。

(
臼
)
「
代
総
統
致
毛
津
東
電
」
『
申
報
』

一
九
四
九
年
四
月
九
日
。
「
毛

掴
伊
東
電
覆
李
代
総
統
説
明
和
卒
談
剣
標
準
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年

四
月
一

O
目
。
「
李
代
総
統
接
獲
卒
電
中
共
下
令
停
止
進
攻
」
『
申

報
』
一
九
四
九
年
四
月
一

一目
。

〈回
〉
余
湛
邦
ご
九
四
九
年
図
共
北
卒
和
談
始
末
記
」
前
掲
、
七

O
頁。

(
臼
)
余
湛
邦
、
向
上
、
七
三
頁
。

(
臼
〉
余
湛
邦
、
向
上
、
七
四
|
七
六
頁
。
「
和
卒
協
定
」
は
「
圏
内
和
卒

協
定
(
最
終
修
正
案
〉
全
文
」
と
し
て
四
月
一
一
一
一
日
に
『
人
民
日
報
』

紙
上
に
褒
表
さ
れ
た
。
「
圏
内
和
卒
協
定
」
の
修
正
内
容
に
つ
い
て
は
、

楊
圭
松
『
失
去
的
機
曾
?
|
戟
時
園
共
談
判
貫
録
|
』
庚
西
師
範
大
皐

出
版
社
、

一
九
九
二
年
一
二
月、

二
九
四
|
三
O
O
頁
、
を
参
照
。

(
臼
)
余
湛
邦
、
向
上
、
七
九
頁
。

(
同
山
〉
余
湛
邦
、
向
上
、
八

O
頁。

(

U

)

劉
斐
「
一
九
四
九
年
北
卒
和
談
的
片
断
」
『
文
史
資
料
選
斡
』
第
三

二
輯
、
一

O
五
頁
。

(
伺
)
王
序
卒

・
劉
沈
剛

『
劉
斐
将
軍
俸
略
』
一
一
一
八
|
一
二
九
頁
。

(
回
〉
余
湛
邦
「
一
九
四
九
年
園
共
北
卒
和
談
始
末
記
」
前
掲
、
九

O
頁。

〈拘〉

「
政
府
拒
紹
中
共
要
求
」
『
申
報
』
一
九
四
九
年
四
月
一

一一

目。

(
礼
〉
余
湛
邦
三
九
四
九
年
園
共
北
卒
和
談
始
末
記
」
前
掲
、
八
四
l
八

五
頁
。

(η
〉

「和
談
代
表
園
未
能
南
返

九
年
四
月
二
九
日
。

行
政
院
宣
布
員
相
」

-161-
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(

η

)

「
劉
中
共
医
郵
局
陸
免

年
四
月
二
八
日
。

(
引
け
〉
王
序
卒
・
劉
沈
剛
『
劉
斐
賂
軍
停
略
』
前
掲
、
一
六
七
|
一
六
八

頁
、
一
七
二
一
良
。
張
盟
胃
「
一
九
四
九
年
園
共
和
談
的
有
闘
史
料
」
前

掲
、
六
九
頁
。
「
部
力
子
章
土
剣
致
李
宗
仁
信
」
『
文
史
資
料
選
輯
』

第
三
二
輯
、
八
五
|
九

一頁。

(
万
)
程
思
遼
『
李
宗
仁
先
生
晩
年
』
文
史
資
料
出
版
社
、
一
九
八

O
年
一

二
月
、
一
九

O
ー
一
九
一
頁
。

(
叩
山
)
章
含
之
「
我
輿
父
親
-
章
土
剣
」
前
掲
、
四
四
頁
。
李
揚
・
英
志
葵

「
毛
津
東
和
中
華
人
民
共
和
園
的
創
建
」
『
准
北
煤
師
院
皐
報
(
祉
科

版
)
』
一
九
九
一
年
=
一
期
(
中
園
人
民
大
泉
複
印
報
刊
資
料
『
中
園
現

代
史
』
一
九
九
一
年
一
一
期
、
一
七
五
頁
)
。
唐
純
良
主
編
『
中
共
輿

図
民
築
地
方
寅
力
波
関
係
史
』
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
二
月
、
二

三
三
、
二
三
五
頁
。

(
作
〉
「
接
受
圏
内
和
卒
協
定
宣
布
脆
離
反
動
集
回
程
潜
陳
明
仁
率
部
起

義
筆
中
我
寧
解
放
長
沙
」
『
人
民
日
報
』

一
九
四
九
年
八
月
六
日
。

「
新
華
社
時
評
湖
南
起
義
的
意
義
」
『
人
民
日
報
』
一
九
四
九
年
八

月
二
六
日
。

(
沌
)
王
序
卒
・
劉
沈
剛
『
劉
斐
賂
軍
停
略
』
前
掲
、
一
四
四
|
一
四
五

頁。

〈
乃
)
以
上
の
記
述
は
、

章
君
穀
著
、
陸
京
士
校
訂
『
杜
月
笠
停
』
第
四

加
、
停
記
文
皐
出
版
社
、
一
九
八
九
年
六
月
再
版
、
一
九
九
|
二

O
七

頁
に
よ
る
。
な
お
社
月
笠
は
一
九
五
一
年
香
港
で
逝
去
し
た
。

(
加
山
〉
「
連
合
政
府
論
」
が
三
権
分
立
の
議
曾
政
治
を
採
る
.
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民

主
政
隆
(
奮
民
主
主
義
の
性
質
の
政
権
)
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と

政
院
決

一
律
停
止」

『
申
報
』
一
九
四
九

す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
彰
刷
版才
「
評
抗
戦
勝
利
前
後
中
共
闘
子

。
聯

合
政
府
。
的
主
張
」
『
湘
湾
大
暴
風
平
報
(
社
科
版
)
』
一
九
九
一
年
第

二
期
(
中
園
人
民
大
塵
複
印
報
刊
資
料
『
中
園
現
代
史
』
一
九
九
一
年

第
六
期
〉
を
参
照
。

(
飢
)
四
九
年
の
「
共
同
綱
領
」
(
新
民
主
主
義
)
と
た
と
え
ば
五
四
年

「
憲
法
」

と
の
相
違
面
(
新
民
主
主
義
の
放
棄
、
濁
裁
強
化
)
を
強
調

し
て
理
解
す
る
考
え
方
が
あ
る
(
天
克
慈
「
『
新
民
主
主
義
共
和
園
』

の
展
望
と
挫
折
」
宇
野
重
昭

・
天
見
慈
編
『
二

O
世
紀
の
中
園
|

|
政

治
第
動
と
園
際
契
機
』
東
大
出
版
舎
、
一
九
九
四
年
三
月
、
所
牧
)

が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
「
連
合
政
府
論
」
(
一
黛
濁
裁
の
否
定
)
と

「
共
同
綱
領
」
(
人
民
民
主
濁
裁
〉
と
の
相
濯
を
意
味
あ
る
も
の
と
考

え
た
い
。

(
位
)
楊
圭
松
『
失
去
的
機
曾
0
・
』
前
掲
、

二
八
四
頁
。

(
出
〉
毛
涛
東
「
人
民
民
主
主
義
濁
裁
論
」
一
九
四
九
年
七
月
一
日
、
『
新

中
園
資
料
集
成
』
第
二
巻
、
日
本
図
際
問
題
研
究
所
、
一
九
六
四
年
、

五
三
て
五
二
六
|
五
二
七
頁。

(
引
出
)
秋
桐
「
政
本
」
『
甲
寅
』
雑
誌
、
第
一
巻
第
一
鋭
、
一
九

一
四
年
五

月
三
日
、
九
頁
。
一
軍
土
剣
「
専
論
種
言
論
自
由
」
『
申
報
』
一
九
四

六
年
一
月
二
日
。

一
章
は
巌
復
謬
『
群
己
儲
世
界
論
』
を
引
用
す
る
が
、
こ

こ
で
は
堕
尻
公
明
・
木
村
健
康
謬
、
岩
波
文
庫
版
、
一
九
七
一
年
、
九

七
頁
に
よ
る
。

(白山〉

一章
含
之

「
我
輿
父
親
章
土
剣
」
前
掲
、
九
八
|
九
九
頁
。

(
筋
)
「
首
都
暴
行
章
土
剣
先
生
迫
悼
曾
」
『
人
民
日
報
』
一
九
七
三
年
七

月
=
二
日
。
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the weakened hong merchants 行商, who under this scheme were to deal

exclusively in the legitimized opium trade.　Thus this proposal, which

sought to reconstruct the Canton system. was intended essentially to benefit

local society in Canton｡

　　　

０ｎ the other hand, authorities in Peking were seriously alarmed by the

northern voyages of the opium-ships, being connected with distribution of

religious tracts by foreign missionnaries. The authorities in Peking were

temporarily inclined to accept this proposal because it was planned to put

an end to the northern voyages of the opium-ships.

ZHANG SHIZHAO 章士釧AND THE PEACE

　

NEGOTIATIONS IN BEIPING 北平,1949

Abumiya Haiime

　　

In April 1949, Zhang Shizhao (1881―1973) went to Beiping as ａ

delegate of the National Government and took part in the peace negotiations

with the CCP, and came to choose a policy of nation-building under the

regime of the CCP after the negotiations had broken down. ０ｎ the level

of personal political belief, he came to support the National Government's

policy for peace, and also to support the work of the United Front under

the CCP.

　　

In the eye of Zhang, who was an advocate of parliamentary politics

from the early Republican period onward, the peace policy of the KMT

meant ａ shift of political line from the National Assembly to the Political

Consultative Conference, and that policy was suitable for his political idea.

As ａ result, he accepted an appointment to become ａ peace delegate for the

National Government.

　　

Zhang engaged in the work of the United Front under the CCP,

because he mistakenly interpreted the fluid policy of the CCP in 1949 as

a policy of Coalition Government which was outlined in 1945. As such,

Zhang believed, this would mean ａ realization of the Political Consultative

Conference in　which　all　political　parties　in　China　could　participate,

including the peace faction within the ＫＭＴ｡
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